
- 211 - 

札幌市議会第一部決算特別委員会記録（第７号） 

令和５年（2023年）10月20日（金曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 34名 

    委 員 長  松  原  淳  二       副 委 員 長  藤  田  稔  人 

    委   員  三  上  洋  右       委   員  鈴  木  健  雄 

    委   員  五十嵐  徳  美       委   員  長  内  直  也 

    委   員  細  川  正  人       委   員  よこやま  峰  子 

    委   員  佐々木  みつこ       委   員  北  村  光一郎 

    委   員  小  竹  ともこ       委   員  伴     良  隆 

    委   員  山  田  洋  聡       委   員  山  田  一  郎 

    委   員  ふじわら  広  昭       委   員  しのだ  江里子 

    委   員  村  上  ゆうこ       委   員  かんの  太  一 

    委   員  あおい  ひろみ       委   員  水  上  美  華 

    委   員  篠  原  すみれ       委   員  定  森    光 

    委   員  國  安  政  典       委   員  福  田  浩太郎 

    委   員  前  川  隆  史       委   員  竹  内  孝  代 

    委   員  森  山  由美子       委   員  佐  藤    綾 

    委   員  池  田  由  美       委   員  田  中  啓  介 

    委   員  丸  岡  守  幸       委   員  坂  元  みちたか 

    委   員  荒  井  勇  雄       委   員  米  倉  みな子 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 議 午後１時 

    ────────────── 

●松原淳二委員長  ただいまから、第一部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、中川委員からは伴委員

と、わたなべ委員からは前川委員と、小形委員か

らは佐藤委員と交代する旨、それぞれ届出があり

ました。 

 それでは、議事に入ります。 

 第３款 保健福祉費 第２項 子ども福祉費及

び令和４年度札幌市母子父子寡婦福祉資金貸付会

計歳入歳出決算について、一括して質疑を行いま

す。 

●定森 光委員  私からは、困り事を抱え、悩

みを抱えている子どもの支援という観点から、子

どものくらし支援コーディネート事業、子どもの

居場所づくり支援、そしてヤングケアラー支援、

この三つの事業について、順次質問いたします。 

 最初に、子どものくらし支援コーディネート事

業についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大、物価高騰な

ど、家庭を取り巻く社会経済情勢は厳しさを増し

ており、孤立傾向などの課題を抱える子ども、家

庭が増えてきております。 

 本市では、子どもに関わる問題の深刻化を防ぐ

ために、困難を抱える子どもや家庭を早期に発見

し、適切な支援につなげるための子どもコーディ

ネーターを設置しております。 

 本事業は、2018年に１名体制で試行的にスター

トし、３か月後に３名体制、2019年からは５名体

制と、徐々に体制と対象地区を拡大しておりま

す。2021年度からは、対象を市内全域に広げ、現
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在の７名体制となり、子どもと関わる地域の関係

先を巡回しているものと承知しております。 

 そこで、最初の質問ですが、昨年度の主な巡回

先と相談実績についてお伺いいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの令和４年度

の主な巡回先と相談実績についてのご質問にお答

えいたします。 

 令和４年度は、合計753回の巡回活動を行って

おり、そのうち、児童会館、ミニ児童会館が約７

割を占める512回、次に、札幌市のまなびのサ

ポート事業の会場である学習支援会場が114回、

子ども食堂が52回の順となっています。 

 相談実績については、前年度からの継続分687

件に加えて、年間で新たに188件の相談を受理

し、保護者面談や関係先訪問、各種手続への同行

など、必要とする支援につなげる活動を行ったと

ころです。 

 他の専門機関への紹介や状況の改善などによっ

て支援が終結するケースもあれば、長期化する

ケースもあり、令和４年度末時点における支援件

数は584件となっています。 

●定森 光委員  今の答弁では、753回巡回活

動をして、新規として188件、継続584件というこ

とで、必要な支援の同行なども行ったということ

でありました。 

 巡回753回ということで本事業の認知度が関係

機関に広まっているものと思います。 

 しかしながら、先ほどの答弁を聞きますと、巡

回先は開拓の余地があるように思います。主な巡

回先である児童会館、ミニ児童会館、子ども食堂

など、いずれも学齢期の子どもが集まる場所であ

ります。 

 未就学児は、行動範囲が限られることから接す

る大人が少なく、また、本人の口からなかなかＳ

ＯＳを発しにくいという年代であります。未就学

児と接する機会のある関係者とコーディネーター

との連携から、虐待などの深刻な問題を未然に防

ぐという効果も期待ができると思います。学齢期

ではない年齢の子どもが集まる場所など、さらな

る巡回先の拡大が必要であると考えております。 

 そこで、次の質問ですが、これまでの取組を踏

まえ、今後どのように事業を展開していく考え

か、お伺いいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの今後の事業

展開についてのご質問にお答えいたします。 

 これまで、学齢期の子どもを中心に取組を進め

てきた中で、小学校低学年に発達面での問題を抱

える子どもが多いことを把握しており、より早い

段階での支援へのつなぎが課題と捉えてきまし

た。 

 そこで、今年度、未就学児童が集まる場所のう

ち、まずは令和元年６月の死亡事例に係る検証報

告書で虐待対応強化を指摘された認可外保育施設

に対してニーズ調査を行った結果、対象とした10

か所の施設から９件の相談が寄せられ、助言や情

報提供を行ったところです。 

 調査終了後も引き続きの支援を希望する声が多

数寄せられており、一定のニーズが確認されたこ

とから、今後は、より早い段階から困難を把握

し、支援を行うための体制整備などを検討してま

いります。 

●定森 光委員  先ほど答弁では、認可外保育

施設へのニーズ調査を行っているということであ

りました。調査対象とした10か所の施設から９件

の相談があったということです。 

 これは、施設側にもともと支援の必要性がある

かもしれないと気になりながらも、支援機関に相

談することをためらっていたケースもその中には

あるのではないかというふうに思います。日々子

どもと接している保育施設の皆さんだからこそ気

づける子どものＳＯＳがあると思いますので、こ

の事業との連携で適切な支援につないでいくこと

を進めていただきたいというふうに思います。 

 一方で、巡回先を拡大していきますと、当然、

コーディネーターの負担は増していきます。コー

ディネーターの負担ばかりが増えては、当然、支

援の質に関わってきますので、支援の質をしっか

り担保する意味でも、コーディネーターの数、増
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員を要望し、次の質問に入りたいと思います。 

 次に、子どもの居場所づくり支援について質問

をいたします。 

 困難さを抱える子どもの早期発見、見守りの場

所として、子ども食堂などの子どもの居場所が本

市においても大きな役割を果たしております。子

どもコーディネーターの連携先としても子どもの

居場所が重要であるということは、我が会派がこ

れまで主張してきたところであります。 

 子どもの居場所は、食事や学習機会、様々な体

験活動が提供され、子どもが一人でも行けて安心

して過ごせる場所であり、地域で子どもを見守

り、子どもを育てる場所であります。 

 こうした中、本市は、食事を提供する子どもの

居場所、いわゆる子ども食堂に経費を一部補助す

る子ども食堂活動支援補助金を実施しておりま

す。 

 そこで、質問ですが、本補助金のこれまでの実

績と成果についてお伺いいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの子ども食堂

活動支援補助金のこれまでの実績と成果について

のご質問にお答えいたします。 

 子ども食堂活動支援補助金は、令和２年度の事

業開始から令和４年度までの間、新規開設を目指

す９団体、学習支援や多世代交流などレベルアッ

プに取り組む32団体、合計41団体に補助を行って

きたところです。 

 札幌市が把握している市内の子ども食堂は、令

和２年度の61か所から、令和４年度末には97か所

まで増加しており、本補助金も子ども食堂の量的

拡大等、活動の質的向上に一定の成果を上げてい

るものと考えています。 

●定森 光委員  先ほどの答弁では、補助金が

始まった令和２年度から４年度で子ども食堂は36

か所増えておりました。そのうち、新規開設の補

助を受けたのは９か所ということですから、子ど

も食堂の広がりに一定程度の役割があったという

ふうに考えます。 

 私の記憶では、子ども食堂が札幌市で広がり始

めたのは、2016年前後だったと記憶しておりま

す。その当時、私も子ども食堂を立ち上げた方々

のお話を聞く機会が度々ありました。多くの方

は、子どもたちに安く食事を提供したいという思

いよりも、どんな家庭環境だとしても、子どもが

安心して過ごせる場所を地域につくりたい、こう

した思いが強かったように思います。 

 食事の提供を通して、親や学校の先生とは異な

る地域の大人が子どもたちと関係をつくり出して

いく、そんな子どもの居場所を広めていった一つ

が子ども食堂だと思います。 

 しかしながら、子どもの居場所を地域につくっ

ていく方法としては、必ずしも食事の提供を伴う

とは限りません。本市には、様々な方法による子

どもの居場所が今は広まっております。 

 例えば、学習支援を通じた子どもの居場所であ

ります。ある団体は、大学生らが子どもに学習の

サポートをしております。学習のサポートを通じ

て大学生と子どもたちが信頼関係をつくっていく

ことで、子どもが大学生に日頃の生活の悩みを打

ち明けたり、将来の就職のことを相談したりと、

こうした関係性をつくっている場所があります。 

 ほかにも遊びや体験による居場所もございま

す。子どもたちが屋外、屋内で遊びながら日中過

ごす場、こうした場を通じて子どもと一緒にご飯

をつくったり、畑仕事をしたり、子どもがやりた

いというニーズを聞いていろんな体験活動を行っ

ている、こうした子どもの居場所もございます。 

 本補助金は、食事の提供をする子どもの居場所

のみが対象となっておりますが、今ご紹介させて

いただいたように、本市では、家庭や学校以外に

も、地域の団体が子ども食堂に限らない様々な子

どもの居場所を運営しております。 

 そこで、質問ですが、このような多様な地域の

子どもの居場所に対する本市の認識と今後の支援

についてお伺いいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの多様な地域

の子どもの居場所に対する認識と、今後の支援に

ついてのお尋ねにお答えいたします。 
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 コロナ禍を経て、子ども食堂だけではなく、

様々な形で子どもを支援しようとする機運が高

まっており、学習サポートなど多様な子どもの居

場所づくり活動が広がっているものと理解してい

ます。 

 一方で、子どもが居場所に求めるものも、学び

や交流体験活動など、一人一人異なることから、

食事の提供にとどまらない多様な子どもの居場所

が必要と認識しています。 

 このため、第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ

ン・アクションプラン2023において、子ども食堂

以外の食事を提供しない居場所への補助拡大を予

定しており、具体的な事業構築に向け、引き続き

検討を進めてまいります。 

●定森 光委員  子どものニーズは多様である

ということから、多様な子どもの居場所への支援

を今検討しているという答弁でありました。 

 この子どもの居場所は地域に広がっているわけ

ですけれども、子どものこうした様々なニーズを

受け止めた地域の大人たちが、自発的に多様な活

動を展開しているところにあります。しかしなが

ら、今の補助は、どうしても対象事業や、また活

動経費なども制約があるということから、少々使

いにくさを指摘する団体もございます。自発的な

活動を後押しできるような、そして、多様な居場

所が地域に広がっていくように補助の要件の見直

しをぜひ進めていただきたいと思います。 

 要望もございます。 

 こうした多様な子どもの居場所と、先ほども述

べました子どもコーディネーターとの連携が進む

ということも１点要望として挙げたいと思いま

す。 

 もう一つですけれども、子どもの居場所が持つ

機能というのは多様であります。子どもを見守る

というだけではなくて、いろんな関係機関に同行

する、こうした生活支援に取り組んでいる団体も

ございます。 

 子どもの居場所に来た子どもや親から様々な相

談を受けて、区役所に行ったり、いろんな支援機

関に同行したりと、こういうふうなコーディネー

ター機能を持つ居場所もございます。これは子ど

もと親との信頼関係ができているからできる支援

でもあります。 

 こうした生活支援に取り組む子どもの居場所

と、公的機関との連携強化も要望して、次の質問

に入りたいと思います。 

 最後に、ヤングケアラー支援についてでありま

す。 

 ヤングケアラーの支援に当たっては、本年予算

委員会で我が会派が指摘したように、周囲からの

気づきだけではなく、ヤングケアラー自身が自発

的に相談できる環境も重要であります。 

 ヤングケアラーからの悩みを相談したいという

ニーズがあったということから、昨年度の10月か

ら、ピアサポートの場であるヤングケアラー交流

サロンを開設したというふうに伺っております。 

 また、本年度は、ヤングケアラー専用の相談窓

口も設置を本市はしております。 

 そこで、質問ですが、これまでのヤングケア

ラー交流サロンと相談窓口の利用実績についてお

伺いいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまのヤングケア

ラー交流サロンと相談窓口の利用実績についての

お尋ねにお答えいたします。 

 交流サロンは、令和４年10月に市内中心部での

開催からスタートし、令和５年度からは、これに

加えて、各区の若者活動センターにも開催場所を

広げ、事業開始からの１年間で延べ89人が参加し

ています。 

 令和５年度に開設した相談窓口では、４月から

９月まで延べ641件の相談を受けており、この中

には、交流サロンでの支援員との関わりから相談

につながったものや、アウトリーチ活動として実

施した定時制高校での出前授業から相談につな

がったものもありました。 

●定森 光委員  交流サロンはこの１年間で89

名、相談窓口の利用もこの半年で641名というこ

とでありました。 
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 サロンの利用者から相談につながったという事

例もあるということですので、このサロンと相談

窓口が両輪で、ヤングケアラー自身が継続的に相

談できる環境が今できつつあると評価しておりま

す。 

 ただ、サロンの場所ですけれども、先ほど、市

内中心部、そして若者活動サポートセンターな

ど、いろんな場所を増やしているということでは

ありますが、どうしても行動範囲が広い高校生は

行きやすいとは思うのですが、小・中学生とかは

なかなか一人では通いにくいのかなというふうに

思います。子どもコーディネーターや子どもの居

場所などとも連携しながら、ヤングケアラーが相

談しやすい環境を地域でも整えていくということ

を要望したいというふうに思います。 

 続いて、研修についてもお伺いをいたします。 

 ヤングケアラーについては、本人やその家族も

自覚がないという場合が多く、周囲の大人の気づ

きが重要になってきます。 

 本市では、支援ガイドラインの策定や福祉、介

護、教育等の関係者に対する研修会など、子ども

に関わる支援者がヤングケアラーを早期発見する

基盤の整備を進めております。特に、ヤングケア

ラーの周辺の支援者向けの研修は、昨年度が初め

ての開催であります。 

 我が会派からも研修会に参加させていただいた

のですけれども、非常に実践的な中身の研修で、

受講者にも非常に好評だったというふうに聞いて

おります。そして、２年目となる今年度にも期待

をしているところであります。 

 そこで、質問ですが、今年度はどのような研修

を実施する予定なのか、お伺いをいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの今年度の研

修の実施予定についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 ２年目となる今年度は、他機関との連携の仕方

や、ヤングケアラー本人と家族への関わり方など

を重点的に学んでいただきたいと考えています。 

 また、今年度は、北海道と連携して研修を開催

することとしており、多くの知識や事例に強みを

持つ北海道には、概論や事例検討を担っていただ

き、より住民に近いサービスに強みを持つ札幌市

は、現場で求められる実践的なスキルの演習を分

担することとしたところです。 

 これにより、札幌市のみならず、他市町村から

参加する受講者にも体系的な理解と実践的な技術

の両方を学んでいただくことができ、北海道全体

のヤングケアラー支援のレベルアップにも貢献で

きるものと考えています。 

●定森 光委員  今年の研修は北海道と連携し

ていくということでありました。昨年度はなかっ

た新しい大きな試みだというふうに思います。 

 北海道が持つ強み、そして市が持つ強み、それ

ぞれを生かした研修会になることを期待したいと

いうふうに思っております。 

 最後に、要望なのですけれども、福祉、介護、

医療の関係者、教育等へのヤングケアラーの認知

度を高めるという取組は、今、本市がやっている

ということは承知しております。それに加えて、

やはり市民の認知度も高めていくということが、

結果的に支援を必要とするヤングケアラーに必要

な支援が届くということにつながると考えます。 

 研修会で連携をする北海道ですけれども、北海

道は、ヤングケアラーに限らず、近親者、家族な

どの無償の介護、看護、援助等する者をケアラー

として捉え、そして、事業者、関係者のみなら

ず、道民の認知度を高めていき、必要な支援につ

なげるよう北海道ケアラー支援条例というものを

昨年４月に施行しました。 

 社会全体でケアラーの方々を支えるという機運

を高めていくためにも、本市もケアラー条例の策

定に向けた議論を進めていくべきだと考えます。

そのことを最後に要望して、私からの質問を終わ

ります。 

●竹内孝代委員  私からは、子育て施策の推進

をテーマに質問をさせていただきます。 

 本年１定の予算特別委員会では、子育て支援施

策の充実強化の観点から同様のテーマで質問をさ



 

- 216 - 

せていただきました。 

 最後に答弁をしていただきました町田副市長か

らは、子ども施策、子育て施策というものは、札

幌市政の体系の根幹をなすべきものと考えていま

す、国の施策と連携しながら、あるいは、国の施

策に先んじてと申しましょうか、先行していろい

ろな形で子ども・子育て施策をやっていくような

心意気、心構えを持ってしっかり取り組んでまい

りたいとの心強い発言をいただいたところでござ

います。 

 札幌市の中期計画、アクションプランの中で

は、保育料、また子ども医療費の支援の対象の拡

大が盛り込まれるなど、長年要望してまいりまし

た事業を国に先行して独自に進める考えは、我が

会派としても評価をしております。 

 我が党は、子育て応援トータルプランにおい

て、妊娠時から出産、子育てまで切れ目なく、全

ての妊婦、子ども、子育て家庭を支援していく伴

走型相談支援により、安心して子どもを産み育て

る社会をつくることを掲げております。 

 国が策定いたしました、こども未来戦略方針の

中でも、これまで比較的支援が手薄でありました

妊娠・出産期から０～２歳の支援を強化し、妊

娠、出産、育児を通じて全ての子育て家庭の様々

な困難、悩みに応えられる伴走型支援を強化する

ことが示されたところであります。 

 また、この伴走型支援とともにプッシュ型の支

援、つまり、支援を要する方々に行政からアプ

ローチをする形に可能な限り転換をしていくこと

が求められるというふうにされております。 

 私は、かねてより、子育て相談の入口でありま

す子育てインフォメーションのさらなる活用で、

子育て家庭への支援体制を強化すべきと提案をし

てまいりました。 

 この子育てインフォメーションは、乳幼児健診

からワクチン接種等の際に立ち寄ることができ、

また、子どもを遊ばせながら子育て家庭に対して

保育士職員が悩みや困り事を聞いたり、また必要

なサービス、情報を紹介する、さらには、専門部

署へ引継ぎをしていただくこともできるといった

子育て家庭の重要な相談の場であると認識をして

おります。 

 しかし、孤独を感じたり子育てに困難を抱えな

がら相談に来ることがなかなか難しい、また外出

しにくい、あるいは、人が集まるところは得意で

はない、電話では子どもの様子を伝えにくいなど

の理由から、なかなか相談につながらず必要な支

援が届いていない、こうした家庭へのアウトリー

チも必要だと考えております。 

 札幌市では、保育士による訪問相談、出前子育

て相談事業を平成19年度から２区で試行実施し、

翌年度から全区で実施しております。15年間以上

続く先駆的な事業であると評価をさせていただく

一方、新型コロナウイルス感染症などの影響もあ

り、利用数は伸び悩んでいると伺いました。 

 さきの文教委員会の行政視察で訪れました明石

市では、オムツ定期便事業を実施しております。

配達する見守り支援員が赤ちゃんと保護者にお会

いし、紙おむつなどの赤ちゃん用品を毎月無料で

お届けしながら、子育ての悩みやお困り事があれ

ば気軽に相談を受けているといったお話でござい

ました。 

 相談内容に応じて市の子育てサービスや子育て

関連施設、関係部署も紹介してもらえると、子育

て家庭の孤立化を防ぎ、つながりが続けられると

いうことで、時期を逃さず必要な支援を提供して

いるすばらしい取組だと、委員の皆様と一緒に感

銘を受けてきたところでございます。 

 行政に自ら相談に来ることが難しい家庭にどの

ようにアプローチをするかといったことは、各自

治体の工夫によるところと考えます。ぜひ、札幌

市でも、子育てインフォメーションでの実績を生

かして、この出前子育て相談をより利用しやすい

ものとしていただきたいと思います。 

 そこで、まず初めの質問ですが、出前子育て相

談の実績と効果をどのように評価しておられるの

か、また、身近な相談機関とのつながりが途切れ

がちな家庭を含めて、全ての子育て家庭とつなが
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り続けるために、出前子育て相談をぜひともしっ

かり評価をしていただきたいと思っておりますけ

れども、今後どのように展開されていくのか、伺

います。 

●伊藤子育て支援部長  ただいまの出前子育て

相談について、実績と効果、また今後の展開につ

いてお答えいたします。 

 これまでの実績といたしましては、コロナ禍前

の平成28年度から平成30年度までは、１年間に50

件を超える訪問を行っていましたが、令和元年度

から令和４年度までは、１年間に25件程度、今年

度は９月末時点で６件というふうになっておりま

す。 

 その内容は、子育て情報を求めるものや、自宅

での子どもとの関わり方や発達に関する相談など

で、訪問したことによりまして相談者に安心した

様子が見られ、子育てサロンや専門機関に結びつ

くなどの効果も認められているところでありま

す。 

 本事業は、未就学児を育てる家庭に保育士が出

向いて相談を受けることで、孤独感や不安感を軽

減し、安心して子育てできるよう支援するものと

して積極的に活用していきたいと考えておりま

す。 

 そのため、４か月健診の際に行っている絵本配

布に合わせて新たに事業周知を行うほか、さっぽ

ろ子育てアプリのプッシュ通知により周知するな

ど、様々な機会を捉えまして支援を必要としてい

る方の利用につなげていきたいと考えておりま

す。 

●竹内孝代委員  効果がすごく感じられる事業

である、でも、なかなか件数が伸び悩んでいると

いったことでありますけれども、新たに４か月健

診の際の絵本配布のときに必ずお会いできますの

で、このときに、こうした相談があるんですよ、

できるんですよ、おうちに行けますよということ

を言っていただけるということであります。よろ

しくお願いいたします。 

 行政に相談ができるご家庭というのは、つなが

りが持てますので支援にも結びつきやすいと思い

ますが、リスクがある子育て家庭の中では、なか

なか相談をしたくない、また、どうしたらいいだ

ろうかと、そのように孤立をしている方々が一定

数いると思います。こうした方々が心配でありま

す。 

 先ほど事例で出しました明石市のように、おむ

つなどを無料でお配りしながら訪問すると、訪問

したご家庭の95％の方にお会いできるといったお

話を伺ってきたところであります。 

 札幌市においても、リスクを抱え心配なご家庭

も含めて、例えば、物資による支援を一緒に行う

アウトリーチ型の支援も必要であると要望をして

おきます。 

 先ほど来、繰り返し申し上げていますように、

行政に自ら相談に来ることが難しい家庭に対して

の支援は、孤立化を防ぐためにも、児童虐待を未

然に防ぐためにも重要だと思っております。子ど

もにとって年齢に合った成長を促す保育環境を確

保したり、また、子育て家庭の孤立化を防ぐため

にも、私は、本市による専業主婦家庭の保育所の

定期利用制度の創設の必要性を訴えてまいりまし

た。このことにつきまして、本年１定の予算特別

委員会に続きまして、このたび、本定例会の我が

会派の代表質問においても取り上げさせていただ

いたところであります。 

 札幌市からは、国による、こども誰でも通園制

度の導入を見据えて、一時預かり事業などを利用

する保護者や関係事業者の声を丁寧に聞くととも

に、国の検討状況を踏まえながら課題の整理を進

めていくと答弁をいただきました。 

 この国で検討されておりますこども誰でも通園

制度では、基本的に週１回のペースで定期的に預

かりを行うことを想定していると聞いております

が、この一時預かり事業では、保護者の通院、ま

た一時的な体調不良などのほか、保護者の育児等

に伴う心理的・肉体的負担の解消のために、その

都度、保育所を利用できるものであると認識して

おります。 
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 未就園児の家庭も利用できます現在の一時預か

り事業といったものがこの誰でも通園制度につな

がっていくものになると思いますが、子ども・子

育て支援法に基づいて全国で一時預かり事業が実

施されており、本市でも保育所等の施設でこうし

た事業を実施しているところがあります。 

 最近、一時預かり事業について、そもそもこの

制度の周知がしっかりと行われているのか、ま

た、制度上このままでよいのかと疑問に思った事

例がありました。 

 ２人の小さな子どもを育てている母親から、育

児不安と心身の疲労がピークに達して体調不良を

起こしてしまい、精神的にも不安定になっている

と相談を受けまして、すぐにご自宅に伺いまし

た。かなり緊迫した状況で、母親の医療的ケアと

同時に、一時的に親と話す時間が必要であると、

一時預かりが利用できる園を探します。しかし、

低年齢児を受け入れられる園がなかなか見つから

ず、やっと２人のお子さんのうち１人だけ１日預

かってもらえる、一時預かり事業をしてもらえる

園を見つけて、利用をいたしました。 

 今回のご相談を通じて分かったことは、札幌市

が公表している一時預かりができる園の一覧表を

基に電話をし続けても、空きがなかったり、園の

多くからはそもそも３歳以上しか預かっていない

という回答が返ってくるということでありまし

た。 

 この一時預かりは事前登録が必要な制度ですの

で、支援を必要とする方が必要なときにすぐに制

度を利用できるようにしておかなければ、孤立を

深めることになりかねないと考えております。 

 そこで、質問ですが、一時預かり事業の制度の

周知をどのように行ってきているのか、伺いま

す。 

 また、支援を必要とする方に情報が行き届くよ

う、周知の強化をどのように取り組んでいくの

か、併せて伺います。 

●伊藤子育て支援部長  一時預かり事業の周知

についてお答えいたします。 

 これまで、子育て家庭向けの冊子であります、

さっぽろ子育てガイドや子育て情報サイトでの紹

介のほか、一時的な預かり制度を１枚にコンパク

トにまとめたリーフレットなどを用いまして周知

をしてきているところでございます。 

 リーフレットにつきましては、区の子育てイン

フォメーションや保育・子育て支援センターちあ

ふるをはじめ、乳幼児の保護者が訪れる窓口で順

次拡大をしてきているところでございます。 

 今後も、支援を必要とする方の利用に結びつく

よう、子育てサロンなど民間事業者に広く周知の

協力を依頼するほか、妊娠期から制度を知ってい

ただくために、例えば母親教室の機会を利用する

など、周知の強化に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

●竹内孝代委員  周知の強化に取り組むという

ことでありました。 

 公表されている内容につきまして、３歳児以上

預かっていないとか、ゼロ歳、１歳児、２歳まで

は預かっているとかといったことが分かりづらい

こともありました。 

 ぜひとも、先ほど申し上げましたように、実際

に利用できる施設にたどり着くまで時間を要して

しまうといったことが課題ではないかなと思って

おります。電話をし続けなければならないという

のは、相当の負担もありますし、途中で諦めてし

まうといったこともあるのではないかなと思いま

す。 

 他都市では、一時預かり事業の利用の際に電話

での予約のほか、インターネット上で施設の空き

状況の確認、また、予約ができるシステムを構築

しているところもあります。一時預かり事業のほ

かにも、現在、国で検討が進められております、

こども誰でも通園制度が実施となる場合には、さ

らなる利用者の増加も見込まれますので、ぜひと

も、利用者が制度の利用を途中で諦めることがな

いよう、しっかりと支援につながることができる

よう、簡単に施設の空き状況の確認、予約ができ

るような仕組みの構築を要望させていただきま
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す。 

 先ほど、一時預かりを３歳以上に限定している

園が多いということを申し上げましたが、その理

由を探るために、園長先生方にお話をお聞きして

まいりました。 

 その内容として、保育スペースはあるけれど

も、園に慣れていない子どもを一時預かり保育を

するのに、必要な保育士、適切な保育士数を配置

するには財源が捻出できないといったことが理由

でありました。 

 今後想定されますこども誰でも通園制度に向け

て、代表質問の答弁では、関係事業者の声を丁寧

に聞くと言っていただいております。ぜひとも早

急に実態調査をしていただいて、必要な補助金制

度の見直しを要望させていただきます。 

 この認可保育所等の補助金の見直しについて、

引き続きお聞きしたいと思います。 

 認可保育所等は、国が定める公定価格に基づい

た給付費を主な原資として運営されております。

より質の高い保育を提供するために、札幌市で

は、独自の補助事業、保育施設に対して実施をし

ていただいております。 

 平成28年度の決算特別委員会で、認可保育所等

の経営をサポートするために補助制度の見直しを

すべきと主張させていただき、子ども未来局から

は鋭意検討したいと答弁をいただき、その後、正

規職員の雇用を促進するための補助の拡充、補助

単価の大幅アップを実施するなど、９年ぶりの改

定のご報告を議会でいただいたところでありま

す。 

 そして、そのときに、関係団体と十分に意見交

換しながら、時代に即した補助金の在り方につい

ても考えていくといった方針も示していただきま

した。 

 こうした方針も示していただきましたので、私

も、引き続き事業者からヒアリングを継続させて

いただいて、本年１定の予算特別委員会で見直し

の状況を伺いました。 

 子ども未来局からは、職員雇用に係る補助単価

は、人事院勧告等に照らしながら毎年見直しを

行っていると。一方で、関係団体からは、より質

の高い安全・安心な保育を提供するために、さら

なる補助制度の拡充を求める声が上がっていると

いうこと、特に、中でも障がい児保育に係る補助

の見直しは、保育士の皆さんの負担軽減を図るた

め、札幌市としても検討が必要だとの認識を示し

ていただいたところであります。 

 そこで、質問ですが、障がい児保育に係る補助

事業について、その後の見直し状況についてどの

ようになっているか、お伺いいたします。 

●渡邉支援制度担当部長  障がい児保育に係る

補助の見直しについてのご質問でございます。 

 札幌市におきましては、障がいのある児童に対

応する保育士を加配するための人件費の一部を認

可保育所等に対して補助することで、障がいのあ

る児童を受け入れやすい環境整備を後押ししてい

るところでございます。 

 この補助制度の充実に向けまして、次期アク

ションプランの計画を策定するに当たり、各施設

に対し、障がいのある児童に対応する保育士の配

置に関する調査を昨年度実施いたしました。 

 この調査結果によりますと、現行の補助制度で

は、障がいのある児童の受入れに当たって必要と

考える十分な職員配置が困難であるということが

判明したところでございます。 

 このことを踏まえまして、来年度からは、従来

よりも手厚い職員配置が可能となるよう、補助単

価の増などを検討しているところでございます。 

 これによりまして、障がいのある児童の円滑な

入所を促進するとともに、障がいのある児童の受

入れを行う保育士のさらなる負担軽減を図ってま

いりたいと考えております。 

●竹内孝代委員  調査結果を踏まえて検討いた

だいて、来年度から、補助単価の増で従来よりも

手厚い職員配置ができるような見直しをしていた

だけるということであります。障がいのある児童

の受入れが円滑になっていく、また、保育士も安

心して保育ができる環境につながっていくものと
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思います。 

 職員の確保、また入所の準備を考えますと、ぜ

ひとも詳細について早急に詰めていただきまし

て、各園には、早めに情報提供、丁寧なご説明を

していただくようお願いいたします。 

 私は、幼稚園、保育現場に長く勤務しておりま

したので、子どもたちが伸び伸びと遊べる環境の

大切さを実感している一人でもあります。 

 今年８月、札幌市議会文教委員会の視察団で、

静岡県浜松市にあります浜松こども館を視察させ

ていただきました。平成13年にオープンした施設

で、ビルの６・７階部分の約3,000平米にホール

やプレイルーム、乳幼児広場や屋上庭園などを設

け、児童に健全な遊びの場と創造的な体験や交流

の場を提供しておられました。 

 この施設は、市民ボランティアを活用した市民

参加型の施設であり、ＪＲ浜松駅から徒歩10分と

利便性が高い立地にもありました。 

 また、年末年始を除き、無休で年間約20万人の

子どもたちに利用され、好評を博しているといっ

たことを聞いてまいりました。 

 令和４年度の札幌市子ども・子育てに関する市

民アンケート調査の結果では、今後充実してほし

い子育て支援策として、子連れでも出かけやすく

楽しめる場所の整備が65.4％と高くなっており、

浜松こども館のような屋内型の遊び場施設のニー

ズも高いと思っております。 

 道内では、旭川、また函館等で屋内型の遊び場

施設があります。旭川市では、木のボールプール

をはじめ、多くの大型遊具は全て木製で、木のぬ

くもりを感じながら遊ぶことができると。また、

函館市では、クライミングウォールやハンモック

のように宙に浮いた大きなネット遊具があり、体

を動かす遊びができる状況にあります。また、最

近では、近隣の南幌町でも、はれっぱがオープン

し、札幌からも多くの親子が遊びに来ていると現

地の方にお聞きをいたしました。 

 そこで、質問ですが、札幌市において天候に左

右されない大規模な子どもの遊び場が必要と考え

ますが、その認識について伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの屋内型の子

どもの遊び場に対する認識についてのご質問にお

答えいたします。 

 子どもが他者と交わり、体験し、様々なことを

学ぶ機会となる遊びは、子どもの成長にとって大

切であり、季節を問わず、子どもたちが伸び伸び

と遊べる環境があることは重要と認識していま

す。 

 札幌市内には、都心部で親子が遊べるおおどり

んこをはじめ、滝野すずらん丘陵公園、川下公

園、さとらんどなど、屋内に遊具スペースがある

施設とともに、札幌オリンピックミュージアムや

下水道科学館など、体験型で学んだり遊んだりで

きる屋内施設も多く立地しています。 

 また、これまでも、札幌ドームなど屋内施設を

会場として、大型遊具を設置した民間イベントな

ども開催されてきたところであり、今後も引き続

き、市内全域の様々な資源を生かして子どもたち

に遊びの機会を提供してまいりたいと考えており

ます。 

●竹内孝代委員  今、たくさんご紹介いただき

ましたように、札幌市内にはたくさんのそうした

施設がございますという趣旨の答弁でないかなと

いうふうに思いますけれども、最初に言っていた

だきました、季節を問わず、子どもたちが伸び伸

びと遊べる環境があることは重要と認識している

と、また、最後に、様々な資源を生かして遊びの

機会を提供したいというふうにも言っていただき

ました。 

 先ほど申し上げましたとおり、市民アンケート

での皆様のご要望というのは高いと思っておりま

す。このたびのアクションプランには、当然、こ

うした屋内型の遊び場については入っておりませ

ん。ですので、なかなか、そうしたことについて

はご答弁いただけないものだとは思いますけれど

も、私は、天候や季節に左右されない屋内遊び場

というものは皆様のご要望だと思っておりますの

で、官民連携型も含めて、ぜひとも、先ほど遊び
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の機会を提供するというご答弁をいただきました

ので、ご検討いただきたいということを要望させ

ていただきます。 

 最後に、子ども施策を力強く推進するための体

制の構築についてお聞きをしたいと思います。 

 これまで、母子保健施策と子育て支援施策が総

合的に歩みを進めていくためには、保健福祉局が

所管する母子保健施策と、子ども未来局が所管す

る子育て支援施策が一体となって密接な連携体制

の構築が図られるよう、機構改革の必要性を提言

してまいりました。 

 今年の６月、国が策定しました、こども未来戦

略方針において、全ての子ども・子育て世帯を切

れ目なく支援するといったことが三つの基本理念

のうちの一つに掲げられました。子ども、子育て

世帯に対して切れ目なく支援をする体制づくりが

重要と考えます。 

 改めまして、昨年の第２回定例会の我が会派の

代表質問において、札幌市における母子保健施策

と子育て支援施策を一体的に推進できる体制を検

討し、子育て家庭に対する支援のさらなる充実を

図るべきとお伺いいたしました。 

 このときの答弁では、両施策が連携して幅広い

施策を展開することが重要であるため、庁内の連

携に努め、効果的な組織の在り方を検討する旨の

答弁がありました。 

 その後、組織の再編については、継続して検討

を進めていただいていると思います。 

 そこで、質問ですが、母子保健施策、そして、

子育て支援施策の一体的な推進に向けての組織の

再編について、今後の方向性を含め、お考えを伺

います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの組織の再編

についてのご質問にお答えいたします。 

 子ども・子育て世帯の多様化するニーズに的確

に対応していくためには、全ての子育て家庭に対

して、ライフステージに沿った切れ目のないきめ

細やかな支援を提供していくことが必要と認識し

ています。 

 こうした観点から、既に区役所の支援現場にお

いては、健康・子ども課という一つの部署におい

て、妊娠期から子育て期までを通して、母子保健

と子育て支援の両面から包括的に支援を行ってい

るところです。 

 今後は、母子保健施策と子育て支援施策をさら

に一体的に展開できるよう、両施策を企画、立案

する本庁部門を子ども未来局に統合して、組織体

制の強化を図りたいと考えており、子ども未来局

への母子保健事業の移管に向けた検討をより一層

加速させてまいります。 

●竹内孝代委員  母子保健施策と子育て支援施

策の一体的な展開ができるように、本庁部門、子

ども未来局に、これを統合して組織体制を強化す

るといった答弁でございます。また、一層加速化

させて検討されるということであります。 

 この機構再編については、ぜひとも来年度の実

現を目指していただきたいというふうに求めてお

きます。これにより、全ての子ども・子育て世帯

を切れ目なく支援する体制構築をしていただい

て、全国をリードする札幌市の子ども施策推進を

お願いしたいと思っております。 

 １点申し上げたいことがあります。 

 このたび、情報をいただきまして、国による今

後の補正予算の中に食品アクセス支援団体活動支

援事業という事業が導入される、こうした議論が

されるというお話をお聞きいたしました。この内

容の中には、子ども食堂やこども宅食を行う団体

への支援が入っております。 

 一昨年前、子ども見守り強化事業の創設を訴

え、早速、事業化していただきました内容にも、

子ども食堂、こども宅食事業への支援が入ってお

りますけれども、今回のこの事業の提案について

も、例えば、食品の取扱量を増やすですとか、提

供数を拡大することが目的で検討がされていると

いうふうに伺っております。 

 また、先ほど要望させていただいた様々な取組

についてもそうなのですけれども、アクションプ

ランには入っていないけれども、ぜひとも早急な
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検討や導入が必要だと申し上げていくようなもの

が今後また出てくると思います。 

 ぜひとも、子どもや子育て家庭を支援するのに

有効な施策については積極的な姿勢で新たな取組

を導入していただくよう要望して、質問を終わり

ます。 

●佐藤 綾委員  私からは、放課後児童健全育

成事業、民間児童育成会とミニ児童館、児童会館

での関わりに関連して質問をいたします。 

 最初に、民間学童保育所である民間児童育成会

への家賃、賃貸料と転居費用への補助について伺

います。 

 本市では、近年、民間児童育成会の運営費など

の補助を少しずつ引き上げてきました。しかし、

民間児童育成会では、ほとんどが一戸建てやア

パートなどを借り運営していますが、家賃補助額

は変わっておりません。運営の中でも経費の節約

に努めていますが、家賃は固定費です。児童が増

えて広いところに転居したいと考えても、新しい

ところは家賃も高くなっており、校区内に限られ

ますから、家賃が見合うところがなく苦労をして

おります。 

 現在の家賃補助は、登録児童数が10人から19人

では月額３万5,000円、20人から35人では４万

3,000円、36人以上は５万円と、支給基準は実質

額の50％以内という基準です。 

 そこで、お聞きいたしますけれども、家賃補助

の基準はいつからこの基準額なのか、伺います。 

 また、民間学童保育所の現状の賃貸料につい

て、最低と平均、最大は幾らであるのか、伺いま

す。 

●佐藤子ども育成部長  ただいま、２点のご質

問を賜りました。 

 まず、現在の家賃補助額の適用時期についての

ご質問です。 

 現在の児童数に応じた基準額の適用は、平成20

年度からとなっています。 

 ２点目、民間児童育成会の入居施設の家賃につ

いてのお尋ねです。 

 令和５年４月時点の最低家賃は３万9,500円、

最高家賃は33万円、平均は９万9,562円となって

おります。 

●佐藤 綾委員  民間学童保育所は子どもが放

課後を過ごす場所でありますから、広い場所が必

要であり、借りている一軒家やアパートなどはそ

れなりの家賃となってしまい、さらに耐震基準を

満たし一定の広さとなると、条件に見合うところ

は高い家賃となります。 

 先ほど、33万円というところもございました。

安いところは３万9,500円ということですけれど

も、これは特殊な場合だというふうに思います

が、好意によって大変安くお借りしているところ

もあるとお聞きをしております。 

 40年以上家賃補助額が変わらない間に、民間の

賃貸物件の賃貸料が値上がりをしております。札

幌市の地価価格の推移を見ますと、40年前の昭和

58年、1983年との比較で、2023年の今年は約1.6

倍となっています。先ほど、平成20年度から家賃

補助の基準はこの基準になっているということで

したけれども、この20年くらいの間にも大変上

がっているというふうに思っております。 

 また、移転する場合の転居費用への補助は、耐

震性がない建物から耐震性のある建物への転居で

ある場合、登録児童数が増えた場合に限られてい

ますので、登録児童が少なくなり、賃貸料の削減

のため移りたいと思っても、転居費用の補助はあ

りません。登録児童数が減った場合、運営助成額

も減り、家賃補助額も減り、転居もできないと運

営はさらに厳しくなってしまいます。 

 そこで、質問いたしますが、基準額は、先ほど

平成20年度とおっしゃっていましたけれども、額

自体は1982年から変わっていないと思っておりま

すが、細かい基準が定められたのが平成20年だと

思います。 

 この家賃補助基準の見直しと、転居費用への補

助の要件を広げるなど、改善を検討すべきと考え

ますが、認識を伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの家賃補助や
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転居費用補助に関する考えについてのご質問にお

答えいたします。 

 札幌市では、基本的に国基準に基づき運営費補

助などを行っている中で、家賃補助については札

幌市独自の支援であり、引き続き、これを継続で

きるよう努めていることにご理解をいただきたい

と思います。 

 また、転居費用については、国基準に基づき補

助しているものであり、今後も国の状況を見なが

ら適切に対応してまいりたいと考えております。 

●佐藤 綾委員  札幌市のほうで独自でしてい

ただいているということで、それは大変いいこと

だと思っております。先行して行っている子育て

支援として、ある事例だと思います。 

 児童数は、１年間のうちでも減ったり増えたり

するもので、一定ではありません。固定費である

家賃の補助と転居費用要件を見直し、新しい民間

学童保育所の運営の支援は強化すべき検討をして

いただきたいと申し上げます。 

 次に、ミニ児童館、児童会館の利用数増による

混雑と指導員の人材確保について質問をいたしま

す。 

 児童会館の児童クラブとしての利用数が多いと

ころは、大変混雑しているとお聞きをしておりま

す。このたび、札苗北小学校の校区には児童会館

がありますが、民間学童保育所を公募するという

ことです。札苗北小学校は、全校で1,091人と、

年々児童が増加しているところです。 

 そこで、お聞きいたしますが、札苗北小学校の

児童が通う札苗児童会館の１日当たりの利用者数

と混み合っている状況について伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの札苗児童会

館の一日の利用者数と混雑状況についてのお尋ね

にお答えいたします。 

 令和５年４月から８月までの期間における１日

の平均利用児童数は、事前登録をしていない自由

来館の児童を含め139人となっており、他の児童

会館の平均利用児童数65人と比べ混雑している状

況にあります。 

●佐藤 綾委員  昨年度、新型コロナウイルス

感染症で少し少なかったのですけれども、今年も

また増大しているというふうにお聞きしてきまし

た。139人という利用数で、自由来館の子どもた

ちを含めてということでしたけれども、この数は

大変多いのではないかというふうに感じます。学

校併設の児童会館やミニ児童会館では利用が多く

て、特に低学年は、学校児童数の６割から７割の

子どもが来るところもあるとお聞きしておりま

す。 

 年間の利用数２万人を超えるところは、大分混

み合っているのではないかと感じますし、児童会

館の体育館にマットを敷き対応する、別の離れた

場所を借りるなどして対応されるところもあると

お聞きをしております。 

 そこで、質問ですが、ミニ児童会館では、空き

教室を利用する場合、校舎内でも違う階というと

ころもあるとのことですが、そうした対応のとこ

ろは現在何か所であるのか、伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの階が離れた

複数の部屋を使用するミニ児童会館数についての

ご質問にお答えいたします。 

 現在、全89か所あるミニ児童会館中、該当する

ミニ児童会館は６か所ございます。 

●佐藤 綾委員  ミニ児童会館で違う階、違う

フロアの空き教室に離れると、指導員も別れて、

離れての保育となるため、何かあったときの対応

にも苦慮するのではないかと思います。 

 本市では、小学校全体の児童数が減少傾向であ

るものの、放課後を過ごす民間学童保育所や児童

クラブの登録児童数は、2019年の２万964人か

ら、今年度は２万4,366人と増加しています。そ

のうち、公設の児童クラブの登録数は、学校児童

数の26％も占めております。今後も増加する傾向

が続くのではないかと推察されます。しかし、混

雑したままで課題がそのままなのではないか、そ

れでよしというものではないと思います。 

 混み合っている児童会館では場所がなく、長期

休みには学習時間を２回から３回交代でする、昼



 

- 224 - 

食も３交代という状況だということです。保護者

からは、子どもたちがトイレにも困ったとお聞き

をしております。子どもたちにも影響が出ている

と言わざるを得ません。 

 ミニ児童会館、児童会館の混み合っている状況

から、札苗北小学校区以外でも問題と考えられる

校区があるのではないか、また、今後出るのでは

ないかと懸念するところです。 

 そこで、質問ですが、札苗北小学校区で公設の

児童会館の増設等ではなく、民間児童育成会の公

募とした理由についてと、今後ほかの校区でも公

募を検討されるのか、併せて伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの札苗北小学

校区で公募している理由と、他の校区での検討状

況についてのお尋ねにお答えいたします。 

 札苗北小学校区では、児童会館を利用する児童

数が多い中、増築も困難であり、たびたび札苗北

小学校の体育館や多目的室などを臨時的に借りる

必要が生じているところです。 

 また、当面、この校区では、利用児童数の減少

が想定されないことに加えて、一定の保育ニーズ

が見込まれる民間児童育成会の新規参入によって

混雑状況の改善も期待できることから、札苗北小

学校区を公募の地区としたところです。 

 現時点で、これに類して他の校区で検討し公募

を予定しているところはございません。 

●佐藤 綾委員  民間の設置により、子ども本

人の特性から、小規模で異年齢で兄弟のように過

ごせる民間学童がよい子や、大勢の中で過ごせる

体育館もあるところがよい子と、それぞれの面で

本人に合う場所を選べるというメリットが、公設

と民間でつくることで出てくると思います。しか

し、これまで校区内にミニ児童会館、または児童

会館があると、民間児童育成会の新たな設置を認

めてきませんでしたが、過密化が問題となってい

る校区があったために、設置基準を見直して、本

市が指定した校区に限り設置を可能としたところ

です。 

 民間児童育成会では運営に苦労されています。

これまで、10人未満となり運営補助が出なくな

り、閉所となったところもあります。しかし、児

童数は、その時々で増減するものなのです。今

回、児童数が増えているけれども、公設児童会館

の拡張計画もないからつくらないということです

ので、新たに民間を公募し設置をする、児童が少

なくなったときには10人未満で補助を打ち切る、

調整弁のような利用の仕方では、結局、しわ寄せ

は民間学童保育所に来るのではないでしょうか。 

 前段、家賃補助や転居費用について質問しまし

たけれども、補助費を手厚くして民間学童保育所

の運営を安定的にしていくことを強く求めるもの

です。 

 次に、児童会館等で働く職員の人材確保につい

て伺います。 

 ミニ児童会館、児童会館は、安定的な運営が必

要であることから、非公募で公益財団法人さっぽ

ろ青少年女性活動協会の指定管理での運営です。

児童会館は、放課後児童クラブのほか、午前中か

ら子育てサロンや子どもたちの自由来館、町内な

ど地域活動の部屋の利用、また、夜間には中・高

校生のためのふりーたいむ、全館体験活動などに

より、開館時間は、８時45分から、夜間利用があ

る場合は21時までとなります。 

 常勤で働くのは、支援員資格のある正職員と１

年契約とする臨時職員、そしてパートで対応され

ているということで、規模にもよりますが、２人

から３人の正規職員と常勤臨時職員５～６人の

パートで運営されています。 

 児童クラブの時間など時間帯や長期休みの関係

など様々あり、常勤のほか、短時間勤務などの

パートが必要であるところですけれども、どちら

も定着が難しいとお聞きをしております。ホーム

ページで常時募集している様子が見てとれます。 

 そこで、質問ですが、指定管理業務であります

が、人材確保、定着での課題や人材不足などにつ

いて把握されているのか、本市としてどう認識さ

れているのか、伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの人材確保の
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面での課題認識についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 児童会館及びミニ児童会館の職員については、

国が定める配置基準に基づき確保しております

が、放課後児童クラブの利用児童数に対応し、必

要な職員数も年々増え続けており、人員確保や離

職防止、人材育成が課題となっていると認識して

います。 

 今後も、児童会館の業務水準を維持していくた

めに職員の計画的な採用及び育成が必要であり、

引き続き指定管理者と協力して進めてまいりたい

と考えております。 

●佐藤 綾委員  学校行事の都合で、例えば、

個人懇談の週は利用数が増えて、インフルエンザ

での学級閉鎖や大雪時に学校が休校、早退となる

などの場合、臨時の対応が必要です。ほかに地域

や町内と連携した行事などにも参加をしていま

す。 

 そうした多忙さの中での利用数の増大による混

雑状況で子どもが多いとトラブルも多くなりま

す。いい保育をしたいと思っても、毎日、安全に

心がけ、子どもたちにけがなどないように過ごす

だけで精いっぱいと、また、仕事量の多さから残

業も多い、職員が発達段階に応じた主体的な遊び

や社会性、生活習慣を身につけるという視点で現

場でも努力されておりますけれども、一人一人に

配慮し、今日はこんな成長が見られましたよと保

護者にも声をかけ、子どもの様子を話したりする

のですけれども、できないときも多いとお聞きを

しました。 

 しかし、採用の募集を見ると、資格あるなしに

かかわらず、パートで時給990円、１年契約の臨

時職員は月15万7,000円と、これは最低賃金ぎり

ぎりの給与です。正職員で配置されても、やはり

仕事量が多いのに給与面で似合わず、３年ほどで

辞めてしまう方が多いということでした。人材が

不足し、さらに多忙となり、児童会館の利用増加

での混雑も相まって、パート職員も定着しにくい

という悪循環ではないでしょうか。 

 先ほど、ご答弁で指定管理者と協力し合ってま

いりたいとおっしゃっていただきました。人材確

保のために、せめて待遇面の改善が必要ではない

かと感じるところです。 

 そこで、質問ですけれども、給与水準などの面

で引上げを検討すべきではないかと思いますがど

うお考えか、伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの給与水準の

引上げについてのご質問にお答えいたします。 

 給与水準引上げなど職員の勤務条件について

は、指定管理者において定めるものであり、札幌

市としては、適正な給与水準を設定できるよう、

引き続き予算の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。 

●佐藤 綾委員  ぜひ事業者さんのほうからも

現状をお聞きして、指定管理の予算の引上げに努

めていただきたいというふうに切に思っておりま

す。 

 指定管理者の皆さんには大変頑張っていただい

ております。放課後児童クラブは民間も同様です

けれども、子どもたちが安心して豊かに放課後を

過ごす場所として人材は欠かせないものです。本

市としてもしっかりと支援していくことが大変重

要と申し上げまして、私の質問を終わります。 

●坂元みちたか委員  私からは、若者出会い創

出事業について、２点質問をいたします。 

 このたび、札幌市の政策として、ＡＩマッチン

グシステムを備えたオンライン結婚支援センター

を実施されるということであります。ＡＩマッチ

ングシステムを備えたオンライン結婚支援セン

ターと言いましても、少々ぴんとこない方もおら

れると思います。 

 これはインターネット上のサービスでありまし

て、結婚を望む男女にご登録をいただき、そのプ

ロフィールを人工知能が解析をして、人工知能が

相性がいいと判断した男女の縁を結ぶというもの

であります。世の中、そこまで進んできたのかな

というものでもあります。こんなすばらしいもの

が30年前にありましたら、私もぜひ利用させてい
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ただきまして、私の人生ももう少し幸せに満ちた

ものになったかもしれない、そう羨ましく思う面

もあるわけであります。 

 さて、この事業といいますのは、行政ではなか

なか腰が引けてしまうものでありますが、我が札

幌市は、20ある政令市の中で先駆けて実施をされ

るということであります。高く高く評価をして、

大きく期待をしております。 

 と申しますのも、札幌の非婚化、少子化の状況

は、全国的に見ても非常に悪い数字であるからで

あります。子どもがどれだけ生まれているかを示

す指標、合計特殊出生率は年々低下の一途をたど

り、札幌は、現在20ある政令市の中で最下位。具

体的な数字で申しますと、札幌の特殊合計出生率

は令和４年度で約1.0なのであります。この１と

いうのは、既に少なくなってしまった若者層から

生まれてくる子どもたちは、親の世代の半分しか

誕生しないことを意味します。 

 もちろん、札幌市も手をこまねいたわけではな

く、数々の子育て支援や出産の支援をし、一定の

効果を上げていることは承知をしております。し

かし、残念ながら、決して十分な効果が上がって

いるとは言えない状態です。なぜ大きな効果が上

がらないのか。それを考えてみますと、従来の子

育て支援や出産の支援には一つ欠陥があったと思

うのです。 

 順を追って考えてみたいと思います。 

 子育てをする前には出産があります。出産をす

る前には結婚があります。結婚する前には恋があ

ります。そして、恋をするためには出会いが必要

なわけです。すなわち、出会いがなければ絵に描

いた餅、どんなに子育てを充実させても、子育て

支援を充実させても、十分な効果が上がらないの

です。ですので、この若者出会い創出事業こそ、

札幌の少子化を止める可能性を秘めた重要な事業

だと期待をしているわけであります。 

 さて、最近の若者の恋愛事情ですが、新聞に、

昨今の世の中では、コロナ禍で同僚と友人の飲み

会が減ったことや、人とのつながりが希薄になっ

たことを背景に、男女の出会いが変わりつつある

と報道されています。 

 具体的には、結婚相談所の入会やマッチングア

プリの利用が広がっているとのことでありまし

た。まさに機は熟していると思います。 

 さらに、札幌市で行うＡＩマッチングシステム

を備えたオンライン結婚支援センターは、ＡＩの

解析任せではなく、相談員という形で人的にも支

援を行うとお聞きしています。マッチングアプリ

と結婚相談所の両方のよさを兼ね備えた内容と受

け止めているところであります。 

 私は、この事業を結婚を希望する一人でも多く

の方々に利用していただきたいと思っており、そ

うなりますと、やはり気になるのは料金なのであ

ります。 

 そこで、一つ目の質問であります。 

 札幌市が行う結婚支援センターの利用料金につ

いてはどのような設定をされているか、伺いま

す。 

●佐藤子ども育成部長  利用料金の設定の現時

点での考え方についてのご質問にお答えしたいと

思います。 

 結婚支援センターの利用料金の設定に当たって

は、二つの考え方に立っています。 

 一つ目は、持続的に結婚支援を行っていくため

に、収支均衡が保たれた自立的運営を基本とし、

センター運営費全額を会員からの登録料収入のみ

で賄える料金設定にしていきたいということ、二

つ目は、そうした受益者負担の下、極力運営費を

圧縮し、料金を抑えていきたいということです。 

 これらの考え方に基づき、事業スキームの検討

を進め、結婚を希望する若者に一人でも多く登録

いただけるよう、利用しやすい料金設定にしてま

いりたいと考えております。 

●坂元みちたか委員  ご答弁をありがとうござ

います。 

 現在の段階では幾ら幾らというような話にはな

らないかと思います。しかし、一般的にお金があ

まりないと、若い層は言われております。その点
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は十分に留意していただきたいと思います。 

 私は、結婚を希望されている方に情報を届ける

ことが大事であり、多くの方に利用していただく

ことで、安定した成婚数を維持することにつなが

ると考えております。 

 そこで、二つ目の質問であります。 

 どのようにこの事業の周知を行おうと考えてい

るかを伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの事業の周知

についてのご質問にお答えいたします。 

 結婚を希望する若者はもちろん、周りの方にも

広く本事業を知っていただけるよう、様々な広報

媒体を最大限活用し周知したいと考えています。 

 具体的には、札幌市公式ホームページや広報

さっぽろで広く周知するほか、特に若者に対して

は、若者活動センターなどへのポスターの掲示や

リーフレットの配架をするなど、ターゲットを見

定めた的確な情報発信を行いたいと考えていま

す。 

 また、結婚支援センターの運営に当たり、公募

型企画競争により事業者選定を行う中で、ＳＮＳ

などのより効果的な広報手法について提案を受け

ながら、戦略的な広報を行ってまいりたいと考え

ております。 

●坂元みちたか委員  最後に、一つです。 

 この事業の成功のためのポイントは、多数の

方々が参加をしていただく、多数の男女に参加を

していただくということになるかと思います。ど

んなに優れたＡＩが、どんな優れたアルゴリズム

を持っていたとしても、参加している方が少なけ

れば、これはもうどうしようもないわけでありま

す。ふだん情報を届けることが難しい若者層にも

しっかりとリーチできるよう、私はインターネッ

ト広告を活用した広報を検討、注力をしていただ

きたいと思っております。 

 もう一点は、イメージ戦略であります。 

 若い層をつかむには、ここが非常に重要です。

どんなにすばらしい事業を計画しても、ここをし

くじると全てが水泡に帰してしまいます。 

 一般に行政がやる仕事は、ここが苦手でありま

す。格好悪い、ダサい、そういうふうな形になら

ないよう、そういうイメージを持たれないよう、

しっかりと留意して事業を進めていただきたいと

思います。 

●山田一郎委員  私からは、家庭訪問型子育て

支援事業、通称ホームスタート事業について、そ

して、保育人材の確保についての２点質問いたし

ます。 

 まずは、通称ホームスタート事業について、何

点か質問をしていきます。 

 札幌市は、安心して子どもを産み育てることが

できる子育てに優しいまちを目指し、様々な子育

て施策を実施しております。 

 その取組の一つである子育てサロン事業は、子

育て中の家庭が自由に集い、気軽な交流を楽しむ

場を提供するだけでなく、子育てに関する相談や

情報提供を行い、子育てしやすい環境づくりの充

実を図るもので、開催曜日や時間は様々でござい

ますが、市内には288か所設置されているものと

認識しております。 

 札幌市が設置しているもののほか、児童会館や

ＮＰＯ法人、地域団体が開催しているものもあ

り、子育て家庭にとって身近なところで遊びに行

くことができ、また、ほかの子育て家庭の地域の

方たちとつながることのできる大切な場所である

ものと思われます。 

 また、札幌市には、行政の子育て相談窓口も数

多く用意されており、保育所と一体的に整備され

ている区保育・子育て支援センター、通称ちあふ

るや、認定こども園にじいろのほか、各区保健セ

ンターには、健診のときなどに気軽に立ち寄るこ

とができる子育てインフォメーションがございま

す。 

 それらの窓口においては、子育ての悩みや困り

事をお聞きする相談業務に加え、子育てに関する

行政情報やサービス、地域の情報を紹介したり、

必要に応じ専門部署へ引き継いだりもしていると

のことで、多くの子育て世代が活用しておりま
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す。 

 しかし一方で、子どもを連れてサロンに行くこ

とを迷っている方や、誰かと話がしたいけれども

周りに話し相手がいない、頼れる人がいないと

いった方、行政の相談窓口に行くことにハードル

を感じている方など、サロンや相談窓口に結びつ

いておらず、不安感や孤独感を抱えている家庭も

あります。 

 そのような中、行政ではなく、子育てサロン運

営団体が行う家庭訪問型子育て支援事業、ホーム

スタート事業が令和４年１月から試行実施されて

おります。 

 この事業は、研修を受けた子育て経験のある地

域ボランティアが週に１回、２か月程度、子育て

家庭を訪問し、友人のように寄り添い、気持ちを

受け止めながら話を聞く傾聴のほか、家事や外出

を一緒に行う協働といった活動を行うものであり

ます。 

 子育て家庭の孤立を防ぎ、児童虐待の防止や育

児ストレスの軽減につながるとともに、必要に応

じて子育て支援に関する制度の紹介や関係機関と

の連携を図ることができ、地域の力を利用した重

層的な支援を行う取組として大変期待していると

ころであります。 

 そこで、質問でございますが、まず最初に、

ホームスタート事業に対する札幌市のお考えをお

聞かせください。 

●伊藤子育て支援部長  ただいまのご質問にあ

りました家庭訪問型子育て支援事業についての札

幌市の考え方についてお答えをいたします。 

 直近、令和４年度の子ども・子育てに関する市

民アンケート調査の結果において、子育てに悩み

を抱えながら相談できる人がいないと答えた方は

２％、誰に相談してよいか分からないと答えた方

は2.7％と、不安や孤独を抱えながら子育てして

いる家庭が一定程度いるものと認識をしておりま

す。 

 一方で、悩みを抱えている人の相談先として行

政窓口を挙げた人は3.3％と少なく、行政が提供

する子育て支援サービスの利用に敷居の高さを感

じる世帯が多いことがうかがえる結果となってお

ります。 

 訪問型の本事業は、育児に不安を抱えつつも社

会的に孤立しがちな子育て家庭に対し、地域のボ

ランティアがアプローチするものであり、地域の

力を活用して重層的に支援を行うことで、孤立を

防ぐことを目的としているものであります。 

 身近な地域のボランティアが訪問し、悩みの傾

聴、家事や外出を一緒に行う活動を通して、子育

て家庭の孤立を防ぎ、地域とのつながりの構築

や、地域の中での継続的な見守りに寄与するもの

と考えているところであります。 

●山田一郎委員  ただいまの答弁でも、子育て

に悩みを抱えながら、相談先としては誰に相談し

ていいか分からないという方がやはり一定程度い

るというような答弁でございました。 

 行政ではない研修を受けた地域ボランティアが

訪問するという新たな手法で、複数回、また継続

的につながり続けることは、不安感や孤独感を抱

える家庭へのアプローチの一つとして効果的であ

ると考えます。 

 また、札幌市は転出入が多く、身近に頼れる人

がいない子育て家庭にとっても重要な取組の一つ

ではないでしょうか。一方、子育て経験のある方

とはいえ、家庭を訪問するボランティアの研修や

養成には時間がかかると思われます。また、複数

回の訪問をするこの事業は、各家庭への支援にも

時間を要すると考えております。 

 そこで、質問ですが、ひろば型子育てサロンを

運営する団体が試行実施を始めて１年半が経過し

ているところでありますが、令和４年１月から試

行実施してきたこのホームスタート事業の実績と

効果、また課題についてお伺いします。 

●伊藤子育て支援部長  事業の実績と効果、課

題についてお答えいたします。 

 まず、実績でありますが、手稲区では、令和４

年１月に事業を開始いたしまして、令和５年10月

17日現在、延べ44人の申込みを受けておりまし
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て、訪問回数は合計約230回に上っております。 

 また、令和５年８月に対象エリアを西区に拡大

いたしまして、現在、西区では10人の申込みを受

け、順次、希望する支援の聞き取りやボランティ

アとの面談を行いまして利用を開始したところで

ございます。 

 これまでの利用者の多くから、話を聞いてもら

えて気持ちが楽になったとの声が寄せられてお

り、また、ボランティアが子育てサロンに同行し

たことで訪問終了後も継続したサロン利用につな

がった例もあるなど、期待していた効果が見られ

てきているところであります。 

 課題としては、支援を必要としながら情報が伝

わりにくい方や、利用をためらう方への効果的な

周知の在り方、加えて、訪問する地域ボランティ

アの継続的な確保が課題であると考えているとこ

ろでございます。 

●山田一郎委員  最初に始めた手稲区で既に44

人、８月に始まった西区でも10人の申込みがあっ

たということで、着実に利用者数は伸びているこ

とが分かりました。 

 また、利用者の気持ちが楽になったという感想

ですとか、サロンの利用につながったというお話

もありました。導入当初に期待していた効果が得

られているというふうには思いますので、安心し

ております。 

 しかし、試行実施、特に西区の拡大は始まった

ばかりであり、まだまだ利用実績は少ない状況で

あります。この事業は、訪問するボランティアの

養成から始まり、複数回の訪問を重ね効果を実証

することが必要であり、定着までには時間がかか

る事業と思います。引き続き試行実施を続け、

ニーズや効果をしっかり検証してほしいと思いま

す。 

 そこで、質問ですが、ホームスタート事業の今

後の取組についてお伺いします。 

●伊藤子育て支援部長  今後の取組についてお

答えいたします。 

 支援を必要としながら利用につながっていない

方へタイミングを逃すことなく情報をお届けする

ため、運営団体や庁内関係部署と協力して、子育

てアプリのプッシュ通知を活用したりするなどに

よりまして、定期的に周知を行ってまいりたいと

考えております。 

 また、これまでにも年に複数回訪問ボランティ

アの募集を行い、養成をしてきたところでありま

すが、今年度においても既に追加の募集を行って

おりまして、年内にも養成を終えて活動いただけ

る運びとなっております。 

 取組の効果検証につきましては、今年度から、

これまで行っていた利用終了直後のアンケート調

査に加えまして、その後の状況を把握するため、

３か月経過後の調査も始めたところでございま

す。 

 これらの結果を踏まえて、しっかりと事業効果

の検証を行い、今後の支援につなげてまいりたい

と考えております。 

●山田一郎委員  周知方法の工夫ですとか、ア

ンケート結果を踏まえ検証を行い、今後の支援に

つなげていくとのことでした。 

 最初の答弁でも、市民アンケート調査の結果

で、子育てに悩みを抱えながら相談する人がいな

い、誰に相談していいか分からないという結果が

ありました。育児に不安を抱えつつも社会的に孤

立しがちで、悩みや不安を相談できない方でござ

います。少数ではあるかもしれませんが、このよ

うな悩みを抱えている方にアプローチできるの

が、このホームスタート事業のいいところだと思

います。誰一人取り残さない、そんな子育て支援

の目標を掲げている本市だからこそ、この事業の

大切さを分かっているものだと思います。 

 子育ての支援は、実績や件数だけではもちろん

図られるものではありません。未来の投資である

と考えております。 

 本日は、後ろに財政局の生野部長にも来ていた

だいておりますが、財政においても持続可能な運

営のための予算の検討等をお願いして、この質問

を終わります。 
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 次に、保育人材の確保について質問いたしま

す。 

 国は、こども未来戦略方針において、子ども・

子育て支援の拡充や、共働き・共育てを支える環

境整備などを進め、若者、子育て世帯が経済的な

不安を覚えることなく、結婚、妊娠や出産、子育

てを選択できるよう取り組むことを掲げていると

ころであります。 

 札幌市としても、先日公表されました第２次札

幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン

2023（案）において、安心して子どもを生み育て

ることができる、子育てに優しいまちを基本目標

に掲げ、子ども・子育て施策のさらなる充実に取

り組むこととしております。 

 子育てに優しいまちの実現には、子育てをしな

がら安心して働くことができる環境の整備が必要

であり、特に保育の充実や質の向上などに資する

取組を強化するには、保育園や幼稚園で働く保育

士や幼稚園教諭の人材の確保がとても重要になる

と考えます。 

 札幌市では、保育人材確保に向け、保育人材支

援センター、さぽ笑みによる求職者と事業者の

マッチングや合同就職フェアなど、人材確保に向

けて様々な施策に取り組んでいることは承知して

いるところであります。 

 一方で、結婚や育児など様々な理由で一度保育

現場を離れた、いわゆる潜在保育士の方が仕事の

責任や業務負担に対する処遇の低さなどから保育

士としての復職を希望しない方もおり、現場の園

からは、求人を出してもなかなか応募がないな

ど、人材不足に係る切実な声も届いております。 

 そこで、最初の質問ですが、札幌市における保

育人材不足の現状についてどのように認識してい

るか、伺います。 

●渡邉支援制度担当部長  札幌市における保育

人材不足の現状についてのご質問でございます。 

 令和５年１月の札幌圏における有効求人倍率

は、全業種が0.96倍であるのに対しまして、保育

士は2.41倍と大きく上回っております。高止まり

の傾向が続いているといった状況でございます。 

 札幌市保育人材支援センター、通称さぽ笑みで

ございますけれども、こちらによります就職支援

や高校生の職業体験などの取組によりまして人手

不足の改善は進んでいるものの、依然として厳し

い状況にあるものと認識をしてございます。 

 保育人材の確保は、保育の質の向上につながる

とともに、親が安心して働く環境を整え、札幌市

全体の労働力を確保するための重要な取組であ

り、引き続き必要な支援に取り組んでまいりたい

と考えております。 

●山田一郎委員  今の答弁でもありましたが、

保育士の有効求人倍率は２倍台と、現場で働く保

育士の人材不足、また人材確保が喫緊の課題であ

るということは分かりました。 

 そのような中、アクションプラン2023（案）に

おいて、新たな保育人材確保策として就職支度手

当の補助制度が盛り込まれました。園や関係団体

と連携しながら保育人材確保を進めるに当たり、

この制度が創設されることはとても喜ばしいこと

であります。 

 一方、近隣市においては、既に導入している自

治体もあり、また、札幌市における令和３年度の

保育士養成校の卒業生約900人のうち、市内の保

育施設に就職したのが半数の約450人とどまって

おり、約３割が市外の保育施設、約２割が保育施

設以外に就職している状況となっております。 

 これまでは、一部の施設が個々の努力によりま

して就職支度手当などを支給しておりましたが、

このたびの補助制度の創設により保育業界全体で

導入が進み、保育人材確保につながるものと期待

しているところであります。 

 そこで、質問でございますが、保育人材のさら

なる確保に向け、就職支度手当の補助制度を創設

する目的と内容について伺います。 

●渡邉支援制度担当部長  就職支度手当の補助

制度についてのご質問でございます。 

 この制度は、保育士養成校の卒業生の一定数が

他の業種に就職している現状などを踏まえまし
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て、学生が就職先を検討する際に保育施設を選択

する後押しとなるよう創設するものでございま

す。 

 今後は、この補助制度を活用いただきまして、

多くの保育施設で就職支度手当が導入されること

によりまして、さらなる人材確保が図られるとと

もに、職場のイメージアップにもつながるものと

期待をしているところでございます。 

 補助制度の具体的な内容といたしましては、新

卒者など初めて保育士等として働く方に対しまし

て、保育施設が支出する就職支度手当に上限を設

けて半額を補助するということを想定しておりま

して、令和６年度からの実施に向け、引き続き関

係団体等と連携しながら制度設計を進めてまいり

たいと考えております。 

●山田一郎委員  今の答弁でもありましたが、

この就職支度手当の補助制度の創設でございます

が、関係団体でございますとか、その加盟園から

多くの喜びの声が届いております。私としても、

この制度が創設されたことを大変評価していると

ころであります。 

 また、先ほどの答弁で、新卒者など新たに保育

施設に就職する方を対象にするという予定であり

ましたが、年間で約1,100人の方が保育施設を退

職している状況でございます。人材不足解消に

は、新卒者のみならず、潜在保育士の活用も重要

であると私は考えております。 

 本制度の開始後は、その内容や効果をしっかり

検証いただき、ぜひとも対象に潜在保育士を加え

るなど、より実効性のある仕組みとしていただく

ことを要望いたしまして、私からの質問を終わり

ます。 

●篠原すみれ委員  私からは、保育人材確保に

向けた一時金給付事業と札幌市保育人材支援セン

ターさぽ笑みの機能強化について質問いたしま

す。 

 まずは、一時金給付事業についてです。 

 子どもを安心して預けることができる保育環境

の整備は、働きやすい社会の実現につながり、社

会全体の人材不足解消の一助となる重要な取組で

す。 

 現在、札幌市は、施設整備などに取り組み、保

育施設はほぼ充足していると認識しております。

一方で、施設整備が進んでも、そこで働く保育士

を確保できなければ、質の高い安心・安全な保育

を提供することはできません。 

 実際に市内の多くの保育施設では定員を割って

おり、施設からは、保育士が不足していて、これ

以上子どもを受け入れることができないといった

声を聞いております。 

 保育人材の確保を進めていくためには、職員の

処遇や労働環境などの面から改善を行い、保育業

界への就労希望者を増やすことと、職場定着の促

進に向けて取り組むことが必要と考えます。 

 保育士の待遇については、近年、少しずつ改善

されてはいるものの、国の賃金構造基本統計調査

による令和３年度の給与水準は、全職種では約

489万円であるのに対し、保育士職は約382万円と

なっており、他業種と比較すると給与水準は依然

として100万円ほど低い状況にあります。 

 なお、2021年度の札幌市保育士等実態調査で

は、市内の保育士、保育教諭の平均年収は352万

円と、全国平均よりさらに30万円ほど低い状況で

す。 

 札幌市では、2019年度から独自の施策として、

認可保育所などに継続して勤務した保育士や幼稚

園教諭等に対し、３年、６年、９年という節目の

時期にそれぞれ10万円を支給する一時金給付事業

を実施しております。これは、就職の促進に加

え、職場への定着や離職の防止にもつながる大変

意義のある施策だと思います。 

 そこで、質問ですが、保育人材確保に向けた一

時金給付事業の実績及びその評価について伺いま

す。 

●渡邉支援制度担当部長  保育人材確保に向け

た一時金給付事業の実績と評価についてのご質問

でございます。 

 保育施設に継続して勤務している方に対しまし
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て、３年、６年、９年の節目に10万円を支給する

一時金給付事業は、令和元年度に開始をいたしま

して、これまで延べ4,000人を超える方々に支給

をしてきたところでございます。 

 保育士の処遇改善など様々な取組もありまし

て、令和元年度からの２年間で保育士の勤続年数

は約1.5年延びたほか、市内の保育士数が約800人

増加しておりまして、本事業が離職防止や保育人

材の掘り起こしに一定の寄与をしたものと認識を

してございます。 

 今後も多くの保育士や幼稚園教諭に本事業を活

用していただきまして、就業継続につなげること

で保育人材の定着化を図ってまいりたいと考えて

おります。 

●篠原すみれ委員  一時金給付事業について

は、これまでに4,000人を超える多くの方々に支

給され、また、２年間で1.5年延びるなどの数字

を挙げていただいたのですけれども、離職防止な

どに一定の効果があったということでした。 

 国の調査では、国内の全産業の平均勤続年数が

12.3年とあります。札幌市の保育職の平均勤続年

数が7.8年と、国内全産業より低く推移している

中、それでも1.5年延びたということは、一時金

給付事業が少なからず平均勤続年数を押し上げる

要因にもなっていると思います。 

 また、モチベーションアップにもつながった

り、また、聞いている声においては、先輩や仲間

が実際に給付金をもらったことで、私もあと１年

頑張ればもらえるという、またそれも大きなモチ

ベーションにつながっていると聞いたこともござ

います。 

 そういった意味でも、この給付金事業は効果が

あったものと理解しており、今後も引き続きこの

事業を実施していただくことを求めます。 

 続いて、札幌市保育人材支援センターさぽ笑み

の機能強化について伺います。 

 これまで、札幌市は、札幌市保育人材支援セン

ターさぽ笑みを運営し、保育施設などへの就労支

援や求人と求職者のマッチング、また、施設の合

同説明会など、様々な取組を展開してきたことは

承知しております。 

 さぽ笑みからの発表では、2022年度求職者の登

録実績は225人であり、その中で採用に至ったの

は104人ということです。しかしながら、市内の

保育施設の数や求人数、保育士登録者数などから

考えると、やや物足りなさを感じております。 

 また、残念ながら、さぽ笑みの紹介で保育士を

採用できたという話を保育施設の事業者らから聞

くことはほとんどなく、一部の施設では、さぽ笑

みに求人を出してもなかなか応募がないことか

ら、やむを得ず民間の人材紹介会社を利用してい

るとのことでした。結果として、多額の紹介料を

負担し、施設の運営が厳しい状況になるという話

も耳にしております。 

 民間の人材紹介会社では、各保育施設の調査研

究や求職者の希望に沿った施設の紹介など、手厚

いサービスが行われているようです。 

 一方、さぽ笑みは、行政が運営しているという

安心感や、手数料がかからないなどのメリットも

あるため、人材紹介機能などをさらに強化し、多

くの保育施設などに活用してもらえるよう取組を

することが重要であると考えます。 

 そこで、質問ですが、保育人材のさらなる確保

に向け、さぽ笑みの機能強化が必要と考えます

が、今後どのように取り組むのか、伺います。 

●渡邉支援制度担当部長  さぽ笑みの機能強化

についてのご質問でございます。 

 保育人材不足の解消には、人材確保施策の中核

を担うさぽ笑みの取組が重要でございまして、就

職支援の充実や認知度向上など、さらなる機能強

化が必要と認識してございます。 

 そこで、令和５年度から職員を増員し、求職者

と保育施設のマッチング機能を強化したほか、ハ

ローワークと連携して出張相談会を月に１回程度

実施をするなど、取組の充実を図っているところ

でございます。 

 加えて、合同就職説明会における参加施設数の

拡大を図るほか、保育士登録を所管する北海道と
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協力をいたしまして潜在保育士に対する周知を行

うなど、引き続き保育人材確保に向けて積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

●篠原すみれ委員  ただいまのご答弁で、かな

り具体的な取組を伺うことができました。 

 そして、潜在保育士の問題は、今、大変話題に

なっている中で、数字を知りたかったので調べた

ところ、なかなか正確な数字を割り出すのが難し

いということだったので、こちらで数字は言及し

ないのですけれども、実際、潜在保育士の人数は

かなりの人数であることは分かりました。 

 先ほど、山田一郎委員からもありましたが、子

どもたちは札幌の未来の宝です。子育て施策に投

資をするということは、札幌の未来への投資につ

ながり、目に見える以上の効果が期待できると思

います。 

 私としては、子育て支援にはもっと多くの予算

を費やすべきだと考えております。特に社会のイ

ンフラとも言える保育サービスの充実は、大変重

要な取組です。私も、保育施設を利用している一

人の親として、保育サービスがあることで仕事に

取り組むことができており、安心して仕事ができ

ます。その大切さを実感しております。 

 その保育を支える保育士や保育教諭を確保する

ためにも、就職支度手当への補助制度の創設やさ

ぽ笑みの機能強化の取組については大いに期待し

ているところです。 

 一方で、保育人材確保は待ったなしの厳しい状

況にあることから、今後もさぽ笑みを含めた保育

人材確保策の充実に積極的に取り組んでいただく

ことを要望いたしまして、私からの質問を終わり

ます。 

●森山由美子委員  私からは、児童会館へのエ

アコン設置についてと、社会的養護の自立支援に

ついての２項目について質問をいたします。 

 令和５年第２回定例会に上程された補正予算案

に関し、本年７月４日に行われた議案審査特別委

員会での審議の中で、我が会派からミニ児童会館

におけるエアコンの設置状況等について質問をい

たしました。その結果、固定式エアコン未設置の

ミニ児童会館が76館あり、このうちの42館に対

し、既往予算の活用も視野に入れながら、移動式

エアコンを設置するとの答弁でありました。 

 その後、相次ぐ猛暑日が続く中、会派として、

８月29日に記録的な猛暑に対応するための緊急要

望の中で、かねてから多く声をいただいていた学

校はもちろん、保育園、幼稚園、公共施設や福祉

施設へのエアコン設置や、そのほか市民の命を守

る視点から６項目にわたる内容を提言させていた

だきました。 

 そのような中、去る９月15日に発表された第２

次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプ

ラン2023（案）の中で、学校の普通教室等にルー

ムエアコンを整備する計画が示されたところであ

ります。 

 この計画は、学校施設の中にあるミニ児童会館

についてもルームエアコンを整備する内容となっ

ており、この点を大いに評価する一方で、児童会

館の状況が気になるところです。 

 そこで、質問ですが、今回の計画に含まれてい

ない児童会館について、現在のエアコン設置状況

を伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの児童会館へ

のエアコン設置状況についてのお尋ねにお答えい

たします。 

 児童会館には、思いっきり体を動かしてスポー

ツをすることのできる体育室のほか、子どもたち

の遊びや生活の場としてのプレイルームや図書

室、クラブ室などがあります。 

 そのような中、暑い夏でも子どもたちが快適に

過ごせるよう、読書をしたり宿題をしたりして過

ごす図書室を基本に、それぞれの施設の状況に応

じて、ルームエアコンなど固定式のエアコンを設

置してきたところです。 

 その結果、110館ある全ての児童会館にエアコ

ンがあり、そのうち、小学校に併設する新型児童

会館など35館には、子どもたちの遊びや生活の場

となる全ての部屋にエアコンが完備しておりま
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す。 

●森山由美子委員  110館ある全ての児童会館

にエアコンがあり、そのうち、小学校に併設する

新型児童会館など35館には、子どもたちの遊びや

生活の場となる全ての部屋にエアコンが完備して

いるとの答弁でございました。 

 しかしながら、札幌市では、この夏、過去最高

気温となる36.3度を記録する猛暑の中、児童会館

を利用する児童からは、エアコンのないプレイ

ルームで友達とボール遊びをしていたらとても暑

かった、本当は友達と走り回りたかったけれど

も、暑いので涼しい図書室で本を読んでいたとい

う声が、働く児童会館の先生や親御さんを通して

多数届いており、子どもたちのことは、体はもち

ろん、心の面も懸念がされます。 

 そこで、質問ですが、このような状況を踏ま

え、子どもたちのためにも児童会館へのさらなる

エアコン設置を検討してはいかがかと思います

が、考えを伺います。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの児童会館へ

のさらなるエアコン設置の考えについてのご質問

にお答えいたします。 

 例年、札幌の夏は暑い時期が限られていること

から、児童会館においては、エアコンのない部屋

を利用する際に、扇風機などにより暑さ対策をし

てきました。 

 しかし、この夏は記録的な猛暑であったことか

ら、例えば、エアコンのある部屋で順番に子ども

たちを涼ませるなどのさらなる対策を講じ、厳し

い暑さをしのいだところです。 

 このような状況を踏まえ、子どもたちが暑い夏

でも安全かつ快適に過ごすことができるよう、エ

アコン設置台数が少ない児童会館について、さら

なるエアコン設置を検討してまいります。 

●森山由美子委員  エアコン設置台数が少ない

児童会館について、さらなるエアコン設置を検討

していきたいとの答弁でございました。 

 この夏の記録的な猛暑の経験を一過性のものと

するのではなく、一つの教訓として、子どもたち

のために快適な環境を整え、暑い日であっても、

子どもたちが思い思いに楽しく過ごせる児童会館

としていただくことを強く要望いたしまして、こ

の質問は終わります。 

 次に、社会的養護の自立支援について伺いま

す。 

 社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられ

ない子どもを、公的責任で社会的に保護、養育す

るとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を

行うものであり、全国で４万2,000人、札幌市で

は800人ほどの児童が社会的養護下にあると言わ

れております。 

 児童養護施設や里親などの下で生活してきた児

童について、原則18歳の年齢到達で公的な措置は

解除され、それまで社会的に擁護されていた若者

は自立を求められ、全国で毎年約4,000人が保護

を離れた人、いわゆるケアリーバーとなり自立生

活を始めていると言われております。 

 しかし、何かあったとき戻る家庭もない環境

で、経済的な困窮や孤立に追い込まれるケアリー

バーは多いという課題も指摘がされてきました。 

 そうした中、札幌市は、平成29年度より、社会

的養護自立支援事業において児童養護施設や里親

等で生活している児童が18歳で措置を解除された

後も、個々の状況に応じて引き続き支援が必要な

場合には、22歳まで児童養護施設等での生活を継

続できるよう支援することで、将来の自立へと結

びつくよう取り組んできたことは承知をしており

ます。 

 我が会派といたしましても、これまで、自立支

援の重要性については折に触れて訴えてまいりま

したし、公明党として、当事者や支援者らの声を

基にケアリーバー支援を強力に推進し、年齢制限

の撤廃や孤立防止を訴えてきたところで、いよい

よ令和６年度からの児童福祉法改正において、22

歳までとされていた年齢要件についての弾力化、

いわゆる年齢制限の緩和が図られることとなりま

した。 

 そこで、一つ目の質問ですが、児童福祉法の改
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正を踏まえ、社会的養護の自立支援において、年

齢要件の弾力化により支援内容がどのように変わ

るのか、伺います。 

●宮本児童相談所長  自立支援における年齢要

件の弾力化についてお答えいたします。 

 令和６年度施行の改正児童福祉法におきまして

は、社会的養護にある方々の自立に当たり、原則

22歳に到達した時点でこれまで支援を終了してい

たものが、一律に年齢で支援を打ち切ることな

く、一定の見通しが立つまで、これまで入所して

いた児童養護施設などで生活を継続することが可

能となります。 

 具体的な例としましては、22歳の以前から教育

機関に就学している方をはじめ、就職活動を継続

している方、あるいは安定的な雇用に至っていな

い方、こういった方への継続的な支援が想定され

ているところでございます。 

 さらに、一度は自立をして支援が終了した方

も、22歳を過ぎてから生活に行きづまった場合に

は、再度の支援を受けることができるようにな

り、社会的養護経験者一人一人の実情に沿った制

度の運用が見込まれるところでございます。 

●森山由美子委員  児童福祉法の改正における

年齢要件の弾力化について、どう支援内容が変わ

るのかについて理解をいたしました。 

 社会的養護下にある方々に対する支援について

は、一律に年齢で区切られるべきではなく、児童

の最善の利益が何かを考え、個々の状況に寄り

添った丁寧な対応が求められます。さらに、今後

は、年齢制限の緩和により、一度自立をして22歳

に到達した方でも、再び支援の対象になり得ると

いうことです。 

 先日、市内の児童養護施設の園長から、会派の

委員がお話を伺う機会がございました。ケアリー

バーは就職３年目までには約６割が離職するとい

うデータもありますが、自立したものの会社等で

うまくいかなくなり、行き場がなくなってしまう

など、本当に困っているときには、空き部屋があ

るときには次の見通しが立つまで住まいを提供す

るなど、生活費の援助も含めてこれまで受け入れ

てきたことも伺いました。 

 一方では、社会的養護経験者の方々は、自立後

に行政やそれまで入所していた児童養護施設等と

のつながりが途絶えてしまっていることも多いと

いうお話も伺っております。 

 一度は就職をした若者がすぐに会社を退職し、

経済的な自立が続かず、生活に困窮するという

ケースは一般的にも生じておりますが、特に社会

的養護の経験者というのは、そうした困難な状況

に陥った際に相談する相手がいなく孤立してしま

うということが十分に想定されます。 

 したがって、今回の法改正による年齢制限の撤

廃に当たって、先ほどの答弁にあった新たな支援

対象となる方々についても、孤立することなく必

要な支援が行き届く体制づくりが重要であると考

えます。 

 そこで、質問ですが、社会的養護経験者等の自

立支援について、札幌市としての今後の取組につ

いて伺います。 

●宮本児童相談所長  自立支援に対する札幌市

の今後の取組についてお答えいたします。 

 今般の児童福祉法の改正では、社会的養護経験

者等の孤立を防ぎ、必要な支援に適切につなぐこ

とを目的として、自立支援のための拠点を設置す

ることが求められております。 

 札幌市としましては、この自立支援拠点の設置

に当たり、就職や進学に向けた計画を策定する従

来の支援コーディネーターを配置するほか、生活

や就労の相談窓口といった既存の機能を集約する

ことに加え、社会的養護経験者等の相互交流の場

を設けること、こういったことも想定していると

ころでございます。 

 さらには、自立支援拠点を中心として、先ほど

のお話にもありましたとおり、現在も施設退所者

のアフターケアを担っている児童養護施設等との

ネットワークを強化し、社会的養護経験者の方々

が適時適切な支援に結びつくよう、体制の構築を

今後検討してまいりたいと考えております。 
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●森山由美子委員  社会的養護経験者等に対す

る自立支援については、対象となる年齢制限の緩

和に加え、自立支援拠点の設置も検討されている

という前向きな答弁であり、今後の取組に期待を

するところであります。 

 先般、会派視察で大阪市こども青少年局主催の

大阪市若者自立支援事業、コネクションズおおさ

かを見てまいりました。人と関わることが苦手、

自信をつけたい、将来に不安がある15歳から29歳

までの若者と保護者のための相談室を展開してお

り、オンライン、ＬＩＮＥ相談のほか、就労支援

においては、寝ながらできるはたらく相談と題

し、何から相談すればよいかさえ分からない方で

もハードルをなくし、一緒に考える、寄り添う体

制を整えており、学ばせていただいたところであ

ります。 

 札幌市におきましても、自立支援拠点の設置の

準備に当たっては、法改正の趣旨も踏まえ、それ

ぞれの事情に寄り添い、支援を必要としている方

に役立つ体制を整えていただきますよう要望いた

しまして、私からの質問を終わります。 

●松原淳二委員長  ここで、およそ20分間委員

会を休憩いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後２時53分 

      再 開 午後３時15分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人副委員長  委員会を再開いたしま

す。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

●池田由美委員  私からは、障がい児の保育所

の受入れに関わって、それと併せて障がい児保育

巡回指導について質問をいたします。 

 ダウン症など先天的な障がい児の保育所の入所

について、保護者から見学に行った時点で断られ

る、また、電話で見学を申し込む時点で、障がい

のあるお子さんは受け入れていないなど、希望す

る保育所を決める段階から非常に苦労されている

お話を伺います。 

 見学先を探す段階で入所を断られ、見学にさえ

行けないと、心が折れると、要望に来られたお母

さんの涙ぐむ姿を思うと、本当に胸が痛むところ

です。 

 保育現場では、保育士不足から職員体制が厳し

い状況であったり、障がい児保育の経験の有無な

ど、障がい児を受け入れるには様々な事情がある

のではないかと推測するところです。 

 障がい認定を受けている子どもの保育入所や保

育についてどのような課題があるとお考えなの

か、最初にお伺いいたします。 

●伊藤子育て支援部長  障がい児保育認定を受

けている子の保育についての課題についてでござ

いますが、保育園等では、認定を受けた子どもの

障がいの種類や程度に応じた指導計画を立て、保

育を実施しているところでございますが、年々認

定児数が増加をしているところであります。 

 また、保育園等からは、認定を受けてはいない

が、発達の上で配慮を要する子どもに係る相談が

認定児よりも多く寄せられている実態がございま

す。 

 保育園等によりましては、配慮を要する子ども

の保育に関するノウハウや経験が少ない園もある

ため、障がい等の特性や場面に応じた適切な関わ

り方ができるよう、各園に対しまして丁寧に支援

を行っていく必要があると考えております。 

●池田由美委員  障がい認定を受けている子ど

もの保育入所が増えているとともに、認定を受け

ていないけれども、発達の上で配慮を必要とする

子どもに係る保育所からの相談も増えているとの

ことであります。 

 ０歳児から入所し、成長するにつれて発達上の

問題が見えてくる場合があります。そうすると、

保育現場では、遊びや食事、午睡など、生活全般

にわたってその子に合わせた配慮が必要となりま

す。担任以外に保育士を配置して十分な保育を行

おうとすれば、ふだんから余裕がないぎりぎりの

職員体制を余儀なくされている保育所にとって

は、さらに厳しい状況になるのではないかという
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ふうに思います。 

 今後、発達上で心配される児童が増えている状

況だとの答弁でありましたが、ここで質問いたし

ますが、今後どのように対応されていくのか、お

伺いをいたします。 

●伊藤子育て支援部長  課題への対応について

お答えいたします。 

 保育園等において、個々の特性や場面に応じた

適切な関わり方ができるよう、障がい児保育の認

定の有無にかかわらず、配慮を要する子どもにつ

いて、公認心理士などの巡回指導専門員が各園を

回りまして、きめ細やかに助言等の支援を行って

おります。 

 また、様々な障がいに対する知識や子どもへの

理解を深めるため、毎年、保育園等の職員を対象

に研修を行っておりまして、令和４年度は、発達

が気にかかる子への関わりをテーマに実施をし、

延べ209施設の参加がありました。この研修につ

いては、今年度も実施する予定でございます。 

●池田由美委員  個々の特性に合わせて配慮を

要する子ども、または、障がい児保育の認定の有

無にかかわらず、きめ細やかに巡回指導専門員の

指導・援助を進めてきているということでありま

す。そして、研修なども進めているというご答弁

でありました。 

 児童一人一人に特性がありますので、公認心理

士などによる巡回指導により、それぞれの障がい

児への関わり方を学ぶことは、保育士の安心や自

信となっていく、そして、障がい児保育の経験が

深まることにつながるというふうに思います。そ

のことは、保育所での障がい児の受入れにもつな

がるのではないかと考えるところです。 

 ここで、質問いたしますけれども、先ほどの答

弁にあった巡回指導に係る体制と巡回指導を行っ

た回数、巡回指導においての相談の対象となった

児童数について、認定を受けている児童数と受け

ていない児童数の数を、2022年度、令和４年度の

実績でお伺いをいたします。 

 また、巡回指導を必要とする相談の傾向や、保

育所での相談においてどのような悩みが多いの

か、具体的にお聞きいたします。 

●伊藤子育て支援部長  巡回指導の実績、傾

向、そして相談内容についてお答えいたします。 

 令和４年度では、公認心理士などの巡回指導専

門員７名と市の保育士５名体制で、年に２回、認

定児のいる222施設を対象に延べ336回訪問したほ

か、認定児のいない22施設からも依頼を受けまし

て、同様に対応しているところでございます。 

 巡回指導において相談の対象となった児童数で

ございますが、年間で延べ795人に上りまして、

その内訳は、認定児が376人、認定児以外の児童

が419人となっており、認定児以外の人数のほう

が多い状況でございます。 

 また、保育園等からの相談内容といたしまして

は、配慮を要する子どもの集団保育における関わ

り方などのほか、保護者への支援の方法について

悩んでいるといったものが保育園からの相談で多

い状況となっております。 

●池田由美委員  保育現場では、配慮を必要と

する子どもへの関わり方、保護者への支援に悩ん

でいるとの答弁も先ほどありました。特に保護者

への働きかけは、保護者が自分の子どもの障がい

を受け入れるまでに十分な時間と働きかけ、話合

いが必要となります。 

 巡回指導での公認心理士からの助言は、現場で

働く保育士の保育への自信や保護者との関係を築

く上で力となり、保育士集団にとっても大きな学

びにもつながると考えるところであります。 

 しかし、年に２回という巡回指導の回数で足り

ているのかなど、指導体制の強化についても課題

があるのではないかというふうに考えるところで

す。 

 そこで、質問いたしますが、障がい認定を受け

ている子どもが増えてきており、一方で、認定を

受けていない子どもの相談件数も多いという状況

が明らかとなりました。 

 今後、障がい児保育巡回指導体制の在り方の検

討が必要となると考えますがいかがか、伺いま



 

- 238 - 

す。 

●伊藤子育て支援部長  今後の巡回指導の体制

についてお答えいたします。 

 現在は、巡回指導専門員と市の保育士でチーム

を組みまして、１日当たり２園から３園、訪問に

よる支援を行っているところでございます。 

 認定児数の増加に伴う受入れ施設の増加、認定

を受けていない配慮を要する子どもが多い状況、

さらには、保育園等から訪問の回数を増やしてほ

しいとの声も寄せられていることなどを踏まえま

して、今年度から巡回指導専門員を１名増員して

対応しているところでございます。 

 今後とも、配慮を要する子どもに関して自信を

持って保育を提供いただけるように、丁寧に支援

を行ってまいりますとともに、巡回指導の体制や

在り方についても引き続き検討してまいりたいと

考えております。 

●池田由美委員  2023年度から、巡回指導の専

門員である公認心理士を１人増やして、８名体制

で取り組んできたというご答弁でありました。 

 しかし、答弁の中にもありましたけれども、障

がい児認定を受けている子どもが増え、認定は受

けていないけれども、発達に不安がある児童も増

えているといったことが明らかになってきている

状況であります。 

 今後、指導体制の在り方についても引き続き検

討していくというご答弁でありました。巡回指導

のさらなる充実、このことを求めて、私の質問を

終わりたいと思います。 

●佐々木みつこ委員  私からは、民間児童育成

会のエアコン設置についてお伺いいたします。 

 先日、札幌市からの助成金と保護者会費によ

り、留守家庭の子どもの預かりを実施している民

間児童育成会の会合に参加いたしました。 

 民間児童育成会が運営する放課後児童クラブ

は、父母等が中心となって、長年にわたり地域に

根差しており、公設の児童会館、ミニ児童会館の

児童クラブとともに、子どもの放課後の大事な居

場所であることから、児童が安全・安心に過ごす

ためにも、その環境整備等については重要だと考

えております。 

 この夏は全国的に記録的な猛暑となり、札幌市

でも８月の平均気温が平年を４度以上も上回り、

本市の史上最高を更新したところです。 

 そうした中で参加させていただいた白石区と厚

別区の民間児童育成会の会合では、エアコン設置

等、暑さ対策の必要性について多くの声が上がっ

ておりました。 

 そこで、質問ですが、民間児童育成会のエアコ

ンの設置状況についてお伺いいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの民間児童育

成会のエアコンの設置状況についてのご質問にお

答えいたします。 

 民間児童育成会は、札幌市の放課後児童健全育

成事業の一翼を担い、子どもたちに家庭的な保育

環境で放課後の居場所を提供している団体です。 

 この夏、記録的な猛暑となったことを踏まえ、

民間児童育成会における暑さ対策の実態を把握す

るため、家庭用ルームエアコンの設置状況などに

ついて９月にアンケート調査を実施いたしまし

た。 

 その結果、民間児童育成会の全43団体のうち、

10団体はエアコンを設置していないことが判明

し、設置済みの団体を含めた27団体からは、暑さ

対策が十分ではないとの意見が寄せられたところ

です。 

●佐々木みつこ委員  いち早く民間児童育成会

の状況を把握されたことをまず評価いたします。

そして、アンケート回答では、エアコンを設置し

ているところはあるものの、約半分の27か所は暑

さ対策が十分ではないということでした。 

 今年は、最高気温が30度を超える日が37回と、

記録的な暑さになった札幌市です。私が９月に足

を運んだ日も最高気温は29度ぐらいの日でした

が、エアコンがない児童クラブ内で、夜７時過ぎ

でも蒸し暑く、汗がほどばしったほどです。 

 クラブでは、暑さ対策として、連日、ビニール

プールを広げて水浴びなどの対策をしているとい
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うことでしたが、設置できないクラブの中では、

資金面等の課題があり、すぐに実現することが難

しいとの声も聞かれました。民間児童育成会とし

ても、エアコンの設置等の暑さ対策を自らしたい

とは考えているわけです。 

 来年も猛暑かもしれません。何かあっては困り

ます。札幌市の大切な子どもたちの放課後が快適

かつ安全に過ごせるよう、行政としての支援も必

要ではないかと考えるところです。 

 そこで、質問ですが、民間児童育成会へのエア

コン設置に対する支援の考えについてお伺いいた

します。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの民間児童育

成会へのエアコン設置に対する支援の考えについ

てのご質問にお答えいたします。 

 札幌市では、民間児童育成会に対して、基本的

に国基準に基づき運営費補助などの支援を行って

おり、エアコン設置を対象とする国の支援メ

ニューがないことから、運営費補助をやりくりす

るなど、各団体の判断で対策を行うものとしてき

たところです。 

 そうした中、このたびのアンケート調査の結果

により、一部の団体において、この夏、エアコン

を設置している部屋に避難させていたなど、子ど

もたちの活動に影響が及んでいることが分かりま

した。 

 そこで、今夏のような猛暑の再来にも備え、子

どもたちのよりよい環境を整えるという観点か

ら、エアコンの設置を希望する民間児童育成会へ

の支援に向けた検討を行ってまいります。 

●佐々木みつこ委員  ただいま、支援に向けた

検討を行うという前向きなご答弁をいただきまし

た。子どものことを第一に考え、その健やかな成

長を社会全体で後押しする、まさにこどもまんな

かの考えにのっとり、公設、民間にかかわらず、

いち早く子どもたちにとってよりよい環境を届け

ることを求めて、質問を終わります。 

●水上美華委員  私からは、大きく２点、１点

目に社会的養護における子どもの権利擁護に向け

た取組について、２点目に母子生活支援施設を活

用した妊婦支援について伺いたいと思います。 

 初めに、社会的養護における子どもの権利擁護

に向けた取組についてお伺いいたします。 

 2022年６月、社会福祉法等の一部を改正する法

律成立に伴い、社会的養護に係る子どもの権利擁

護に関する様々な取組が規定され、子どもの意見

表明権を保障する仕組みとして、次の３点が新た

に定められたところです。 

 一つ目が、児童相談所や児童福祉施設における

意見聴取等、二つ目が、意見表明等支援事業、そ

して三つ目が、子どもの権利擁護に係る環境整備

であります。 

 中でも２点目の意見表明等支援事業について

は、子どもの権利条約にうたわれた意見表明権を

保障するためのもので、同様の内容は児童福祉法

第２条にも規定されています。 

 私ども会派は、これまでも、子どもの意見表明

権が子どもの権利擁護として重要であることを繰

り返し訴え、その実効性を求めてきたところであ

ります。自分の意見を伝えることができない患者

や高齢者、障がい者に代わって代理人の意思や権

利を伝えることや、擁護をする、指示をすると

いった概念であるアドボカシーは、児童福祉施設

への入所や里親への委託、一時保護の決定時な

ど、児童相談体制の強化においても大変重要と考

えます。 

 2022年の第４回定例会代表質問では、子どもの

権利擁護に関する今後の取組についての質疑の中

で、2024年の改正児童福祉法の施行を見据え、子

どもの権利擁護について具体的に実現していくた

めの取組が必要であると認識しており、今後は、

一時保護中の子どもの意見表明の支援制度を整備

することで、当事者としての意見を十分に取り込

み、適切に処遇へ反映させていく仕組みの構築を

考えたいとの答弁がありました。 

 特に児童福祉施設など社会的養護の下で生活し

ている子どもの多くは、家庭において不適切な関

わりを受けた経験があり、大人に対して不信感を
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抱え、自分の意見を聞かれる経験が乏しいことか

ら、意見を表明することが難しいケースも少なく

ありません。こうした子どもの状態について理解

を示しながら、年齢や発達の程度などに応じた、

きめ細やかな支援が求められます。 

 常日頃から児童相談所などの関係機関では子ど

もたちに寄り添って対応していることは承知して

います。しかし、子どもが身近な大人に気を使っ

て本音が話せなくならないように、児童相談所な

ど関係機関から独立していること、そして、子ど

もから聞いた内容を本人の確認なしに伝えないと

いう守秘などの原則をしっかりと守り、中立・公

平な立場で子どもたちの側にだけ立つ、子どもの

声を代弁する存在である意見表明等支援員、アド

ボケイトの存在が非常に重要であると考えます。 

 そこで、質問ですが、札幌市児童相談所におけ

る子どもの権利擁護に係る取組の現状と課題につ

いて伺います。 

●宮本児童相談所長  児童相談所における子ど

もの権利擁護の取組の現状と課題についてお答え

いたします。 

 社会的養育を必要とする子どもたちの権利保護

の取組は、今般の児童福祉法改正に定められた重

要な柱の一つであると認識しております。 

 これまでの取組としましては、施設等で暮らす

子どもたちが自身の持つ権利を理解するための子

どもの権利ノートを全面的に改訂し、子どもの年

齢や理解力に応じて表現を変えるなどの工夫をし

たところでございます。 

 また、意見表明の支援につきましては、嘱託の

弁護士１名が一時保護所を定期的に訪れ、中学生

以上の子どもたちを対象に、ふだん感じているこ

とや困っていることなどについて、中立・公平の

立場で意見を聞いたり、意見を述べるための支援

を試行的に行い、約８か月間で延べ41名の児童か

ら様々な意見を聞き取っているところでございま

す。 

 今後は、一時保護所のみならず、児童福祉施設

に入所している子どもたちに対する意見表明の支

援を行う体制を速やかに整備していくことが課題

と考えております。 

●水上美華委員  権利ノートの全面的な改訂で

す。そして、意見表明等支援事業の試行実施な

ど、子どもの権利擁護に向けた取組を進めてきた

ということに関しましては、一定の評価をいたし

ます。 

 一方、アドボケイトについて国の調査によれ

ば、子どもの幅広いニーズに応じることができる

よう、子どもが話しやすい環境整備や、子どもと

信頼関係が持てる人など、様々な職種の経験があ

るアドボケイトの確保が求められています。 

 また、児童福祉法改正では、アドボケイトには

専門的な知識や技術が必要なため、適正なプログ

ラムによる研修等が行われることが求められてい

ます。 

 本市でも意見表明等支援事業の拡充を考えます

と、アドボケイトの養成のための取組が必要であ

ると考えます。 

 先ほどの答弁で、試行的に行っている取組で

は、アドボケイトは１名ということで、現在入所

している一時保護所の子どもたちへの十分な対応

や、今後、児童福祉施設への展開を考えると人数

の面でも不十分であると考えますし、専門性を獲

得するための取組も構築していく必要があると考

えます。 

 そこで、質問ですが、今後、本市としてアドボ

ケイトをどのように確保していく考えなのか、お

伺いいたします。 

●宮本児童相談所長  意見表明等支援員、いわ

ゆるアドボケイトの確保についてお答えいたしま

す。 

 意見表明等支援員は、第三者として中立・公平

な立場で子どもたちと向き合うことが求められる

ため、その役割や子どもへの関わり方などについ

て十分な知識と技術を習得していることが重要と

考えております。 

 先行実施している自治体の中には、権利擁護に

関して活動のノウハウを有する民間の法人に事業
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を委託し、意見表明等支援員、アドボケイト向け

の研修実施を含め、計画的に養成する仕組みなど

を構築しております。 

 札幌市といたしましても、これらの好事例を参

考に、アドボケイト、意見表明等支援員の養成や

確保について、今後、具体の検討を進めてまいり

たいと考えております。 

●水上美華委員  意見表明等支援事業を始める

に当たり、国で子どもから行った意見聴取では、

子どもが意見を言える仕組みについてそもそも知

らなかったり、児童相談所の職員がほかの子ども

に対して対応しているので、迷惑をかけないよう

にあまり意見を伝えないなどの意見が寄せられて

おります。 

 意見表明等支援事業を導入することで、関係機

関から独立した存在であるアドボケイトが、子ど

もに寄り添い、子どもの声を聞くことに徹し、そ

のことができると期待をしているところでありま

す。 

 また、子どもの意見表明を支援していくために

は、アドボケイトを受け入れる側の職員とも、意

見表明等支援事業について十分に共通理解を図っ

ていく必要があると考えます。 

 このたび、2024年度のこの事業の試行に向け、

国が事業費の２分の１を補助する方針を示してお

りますが、本市としても、ぜひこれを活用し、意

見表明支援の取組を本格的に進めていただきたい

と強く考えているところであります。 

 そこで、質問ですが、今後、本市として国が示

す意見表明等支援事業にどのように取り組んでい

くのか、お伺いいたします。 

●宮本児童相談所長  今後の意見表明等支援事

業の取組についてでございます。 

 意見表明等支援事業を既に取り入れている施設

では、子どもの意見を聞き取ることの重要性につ

いて、大人がまず認識し、それが子どもに伝わっ

ていくことにより、子ども自身が職員に対して自

分の言葉で思いを伝えられるようになった、こう

いう効果が報告されているところでございます。 

 法改正に伴う本事業の開始に向けては、施設に

対して、この取組の必要性と効果を丁寧に説明

し、理解を得ることが前提になると考えておりま

す。 

 その上で、意見聴取に係る具体的な方法とし

て、意見表明等支援員の養成や施設への派遣方

法、あるいは、聴取した子どもの意見をどのよう

に扱っていくのか、こういったことをしっかりと

議論しながら、子どもの最善の利益を守る新たな

仕組みを構築してまいりたいと考えております。 

●水上美華委員  本市では、これまで、フォス

タリング機関による里親支援や一時保護専用施設

の整備など、社会的養護の下で生活している子ど

もや、一時保護中の子どもの支援に力を注いでい

ることは理解しております。 

 今後、法改正の大きな柱である子どもの権利擁

護を実現する環境を推し進めるために、ぜひと

も、本市においても意見表明等支援事業の本格的

な実施を強く要望いたしまして、この質問を終わ

ります。 

 次に、妊娠に不安を抱える方への支援、特にこ

こでは母子生活支援施設を活用した妊婦支援につ

いてお伺いをいたします。 

 私ども会派では、これまで、妊娠に不安を抱え

た方への相談支援体制や居場所支援について、そ

の必要性と支援体制の整備を繰り返し求めてまい

りました。妊娠が確定し母子健康手帳を交付した

後は、妊婦健診の公費負担制度や初妊婦訪問事業

等、数ある母子保健事業の対象となりますが、こ

れらの母子保健事業につながらない妊婦から重大

な児童虐待事案が発生していることが少なくあり

ません。 

 思いがけない妊娠をして悩んでいる女性と、そ

の子どもにまつわる社会問題は、出生後間もない

子どもの虐待死を防ぐための重要な課題でありま

す。 

 妊娠に不安を抱える方への支援については、今

年の第１回定例会の予算特別委員会第二部の保健

福祉局にて質問を行い、出産後の居場所支援に関
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する支援について答弁をいただき、私からは、支

援体制の強化は待ったなしの状況であること、早

急に具体的な取組の議論を進めることについて要

望いたしました。 

 また、私ども会派では、これまで、子ども未来

局に対しても母子生活支援施設の在り方検討に関

する質問を行っており、昨年第４回定例会の文教

委員会において、職員による24時間体制や特定妊

婦支援事業等についても検討する旨の答弁をいた

だいております。 

 国では、来年４月に施行される改正児童福祉法

において、利用者の状況に応じた支援計画の策定

や、子どもの養育や自立に向けた相談等を行う妊

産婦等生活援助事業が創設されるなど、困難を抱

える妊産婦への支援が整備されていく予定となっ

ております。 

 また、本市においても、先日開催された札幌市

子ども・子育て会議児童福祉部会で、母子生活支

援施設の目指す方向性として、施設の24時間化や

妊婦支援などの機能強化について検討すると示さ

れております。 

 そこで、質問ですが、母子生活支援施設を活用

した妊婦支援に係るこれまでの検討状況について

お伺いいたします。 

●伊藤子育て支援部長  これまでの検討状況に

つきましてお答えいたします。 

 これまで、施設の入退所理由の分析、女性支援

や妊産婦支援に係る団体等へのヒアリングなどを

行ってまいりました。その中には、市内に妊婦の

居場所支援を行う場所が不足していること、入所

の際には生活面や就労の支援なども併せて行う必

要があることなどのご意見がございました。 

 また、先ほどのご質問にもありましたけれど

も、母子生活支援施設の在り方についてご審議を

いただいております子ども・子育て会議の児童福

祉部会においても、孤立している若年夫婦などの

特定妊婦への支援の重要性についてご意見を頂戴

しているところでございます。 

 こうしたご意見を踏まえまして、母子生活支援

施設とも協議を行い、施設の24時間化や妊婦支援

の実施などに関する機能強化の方向性について検

討してきたところでございます。 

●水上美華委員  施設の機能強化などの方向性

について検討されていることは理解いたしまし

た。 

 また、関係団体からのヒアリングでは、居場所

支援が不足しているという意見や、生活や就労相

談も重要との意見もあったということで、課題に

対する今後の取組についてしっかり検討を進めて

いただきたいと思います。 

 現在、本市の民間で運営する出産後の居場所支

援も、その数は２部屋と非常に限られていること

から、居場所支援を求めてやっとの思いで相談に

つながったものの、満床で利用できず、支援を受

けられないケースも複数あったと伺っておりま

す。 

 また、妊娠葛藤を抱える相談者は、居所を転々

とし、大変危機的な状況に陥っている場合が少な

くありません。妊娠によって精神的、経済的、社

会的に困難な状況に陥る女性の背景には、貧困、

家庭内の複雑な事情、パートナーからのＤＶ、性

産業への従事、精神疾患、知的障がい、社会から

の孤立等が複雑に絡み合っていると言われており

ます。 

 そのため、妊娠に不安を抱えた方への居場所支

援については丁寧な対応が求められるものであ

り、十分な支援体制を整備する必要があります。 

 そこで、次の質問ですが、施設における妊婦支

援を行うに当たっての課題についてどのように考

えているのか、お伺いいたします。 

●伊藤子育て支援部長  妊婦支援の実施に当

たっての課題についてお答えいたします。 

 妊婦の居場所支援の実施に当たりましては、入

所者が安心して暮らせるよう、生活面や心身のケ

ア等に関する支援体制の構築が課題であると認識

しております。 

 具体的には、施設における看護師等の専門職の

配置や夜間対応の強化など、職員体制の整備が必
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要であると考えております。 

 また、庁内の関係部署及び妊娠相談窓口等の関

係機関と連携を図りながら、各機関がそれぞれの

特徴を生かした役割を担いつつ、支援が必要な方

に対して重層的に関わっていくことが重要である

と認識しております。 

●水上美華委員  入居者の安心のため生活面や

心身のケアにおける支援体制の構築が課題という

ような答弁でございました。今後、しっかりと検

討していただいて、対策を講じていただければと

思います。 

 本市では、民間や北海道と連携をして、24時間

体制の妊娠ＳＯＳ相談窓口が開設されております

が、そのニーズは非常に高く、開設当時の予想を

超えた件数の相談がこれまでに寄せられておりま

す。 

 居場所支援を行う上では、この受入れを行う施

設、要するに、居場所支援をする施設と、その前

段階の相談窓口等が切れ間なくつながっているこ

とが必要であります。ただいま答弁のあった関係

機関による重層的な支援体制の構築をしっかり取

り組んでいただくことが重要であります。 

 そこで、質問ですが、母子生活支援施設で居場

所支援を行うに当たって今後どのように取り組ん

でいくのか、お伺いいたします。 

●伊藤子育て支援部長  居場所支援に係る今後

の取組についてお答えいたします。 

 まずは、令和６年度中の受入れ開始を目標とい

たしまして、看護師等の専門職の配置や既存職員

のスキルアップに向けた研修の実施などについ

て、施設の方とともに検討を行っていく予定でご

ざいます。 

 また、妊娠相談支援団体と相談から入所までの

連携について、具体的な事例に基づいた協議を

行ってまいります。 

 今後も、母子を一体で支援することができると

いう母子生活支援施設の特徴を生かしまして、妊

娠や出産後の生活に不安を抱える方が安心して支

援を受けられる環境の整備に向けて検討を進めて

まいりたいと考えております。 

●水上美華委員  来年度中の受入れを目標に職

員配置や研修の実施を検討されていること、そし

て、相談実施団体等の相談から入所までの連携に

ついて検討していることを十分に理解いたしまし

た。 

 妊娠に不安を抱えた方への支援について、先日

公表されましたアクションプラン2023（案）で、

相談窓口については、母子保健における児童虐待

予防強化事業、妊娠ＳＯＳと併せて、居場所支援

につきましては、母子生活支援施設を活用した女

性支援事業と二つの事業が新規事業として取り上

げられております。 

 これまで、まずは相談窓口を開設、整備をして

いただきたいという思いで、第二部の保健福祉局

のほうで熱く質問をさせていただいておりました

けれども、やっと、居場所支援ということで、こ

ちらの第一部の子ども未来局に質問をさせていた

だく時期になってきたのかなと思っております。 

 私の勝手な推察ではありますけれども、第一

部、第二部と分かれている中で、保健福祉局、そ

して子ども未来局と両方に出席をされている町田

副市長の大きな事業に対するご理解とご尽力が

あったのではないかと思っております。 

 母子生活支援施設を活用した妊婦支援の検討を

始めていただいていること、そして、具体的な取

組の検討を進めていただいていることを高く評価

をするとともに、今後の展開に期待をしておりま

す。 

 最後に、要望でありますが、今後も開催される

検討会で医療機関や民間団体、北海道、庁内での

連携を進め、早急に役割分担を含めて、妊娠、出

産、育児の切れ間のない支援体制の整備につい

て、具体的な実施に向けての議論を進めていただ

くことを求めまして、私の質問を終わります。 

●前川隆史委員  私からは、若者出会い創出事

業の取組についてお伺いしたいと思います。 

 婚活事業につきましては、私が市議会議員に初

めて立候補した際に公約として掲げ、以来、一貫
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して取り組み、議会で繰り返し主張させていただ

きました。当初、婚活を公約にする考えなど全く

ございませんでした。しかし、立起表明の後に若

者の声を聞く懇談会を白石区内の各所で行わせて

いただきまして、その際に若者から最も多く寄せ

られた声が、札幌市で婚活をやっていただきた

い、こういう声であったわけでございます。それ

も、かなり深刻に悩んでいる様子がうかがえまし

た。 

 当時の私には想定外の内容でございまして、衝

撃でした。最初はユーモアで言っているんだろう

と、うかつにも、ついにやにやしてしまい、要望

された若者から、その場で、前川さんは何でも

言ってくださいと言われたから思い切って話した

のに、今、笑いましたよねと大変なけんまくで怒

られまして、土下座して謝ったのを昨日のように

思い出されます。 

 最初は戸惑いましたけれども、何人もの若い方

から繰り返しこうした要望をいただくうちに、結

婚のことで悩んでいる人たちが訴える機会がな

く、埋もれていた若い人たちの声と受け止めるに

至りました。 

 その後、議会議員としての立場をいただき、早

速、委員会で婚活事業を提案しました。当時は、

政府主導で地方創生の取組として、地方版人口ビ

ジョン、それから、地方版総合戦略を人口減少対

策として各自治体が策定中でございまして、これ

に合わせて、全国の多くの自治体で既に婚活支援

事業が行われ始めておりました。 

 しかし、札幌市での議論はかなり難航いたしま

した。税金を使って婚活などはけしからんですと

か、人権問題だとか、民業圧迫だなどと、たくさ

ん反対のご意見をいただいてきましたけれども、

繰り返し主張してきた結果、若者出会い創出事業

として、決して予算額は大きくはありませんでし

たけれども、札幌市で初めての婚活支援事業がス

タートしたところでございます。 

 コロナ禍でしばらく休止状態でございましたけ

れども、このたび補正予算で事業化となり、この

先の将来の札幌の未来をも見据えた持続可能な事

業となることを大いに期待するところでございま

す。 

 私は、今年の１定の予算特別委員会において、

札幌市の婚活支援事業は、若い世代にとどまら

ず、年齢に関係なく結婚を望む人にすべからく機

会が与えられるよう取り組んでほしいと考えまし

て、年齢条件を設けず、40代以上の方々も対象と

した出会いの場づくりを要望しました。その際

に、町田副市長からは、まずは20代から30代の若

年層の体制づくりに取り組み、その中で対象年齢

を検討していきたい、こんな答弁があったところ

でございます。 

 私としては、この時代、結婚の適齢期なるもの

は存在しないのではないかと思っておりまして、

人にはそれぞれのライフプランがあって、それを

行政が支援することで、若者から中高年の方々ま

で、それぞれの生活が充実することとなり、それ

ぞれが人生を前向きに生きていけるのではない

か、このように思っているところでもございま

す。 

 そこで、質問でございますが、このたびのオン

ライン結婚支援センターでの利用登録者の対象年

齢の設定についてどのように考えているのか、お

伺いいたします。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの利用登録者

の対象年齢についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 若者の希望する理想のライフプラン実現に寄与

することに主眼を置きつつ、結婚を希望する様々

な年代の方の期待にも応えられるよう、利用登録

者の対象年齢については、成年年齢の18歳からを

対象とし、年齢上限は設けない方向で考えていま

す。 

 これにより、結婚支援センターに期待を寄せる

より多くの方々に出会いの機会を提供してまいり

たいと考えております。 

●前川隆史委員  年齢上限は設けないというこ

とでございました。よくぞ決心していただいたな
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と、このように思っております。 

 40代以上の結婚支援ということも、正直、私自

身も実は以前は全く想定しておりませんでした。

若者出会い創出事業が札幌市で動き始めてから、

年齢制限があることを知らずに申込みをされた方

が多くいらっしゃいまして、年齢制限をなくして

ほしいとの声をたくさん、これまでいただいてま

いりました。 

 特に、私のところには、40代から60代の女性か

らのご要望をこの件で多くいただきました。なぜ

か男性からは、全くそのご要望がないのですが、

もしかしたらこの辺りの分析が必要かもしれませ

ん。ともあれ、世代を問わず結婚を希望する方に

喜んでいただけるよう工夫して取り組んでいただ

きたい、このように思うところでございます。 

 そして、次の質問でございますけれども、私か

ら、今年の１定の予算特別委員会において、今後

の婚活支援体制構築の方向性についてお伺いしま

した。 

 昨年度実施された出会い意識調査において、約

７割を超える方が、結婚に際して札幌市内の居住

にこだわっていないとの回答だったことから、広

域的な事業展開も視野に入れて、若者の希望のラ

イフプランを応援していきたいとの答弁があった

ところでございます。 

 そこで、伺いますが、広域的な事業展開につい

てどのように考えているのか、お伺いいたしま

す。 

●佐藤子ども育成部長  ただいまの広域的な事

業展開に関するご質問にお答えいたします。 

 人口減少や高齢化が進行する中、札幌市のみな

らず、通勤など一体的な日常生活圏を形成する札

幌圏域全体の活力を維持・向上していくことが必

要だと認識しています。そのため、利用登録者の

要件については、近隣市町村で構成するさっぽろ

連携中枢都市圏内に在住する方や在勤する方にま

で広げ、さらには、その圏域内に移住を希望する

方をも対象に加えることを考えています。 

 今後は、現在策定中の次期さっぽろ連携中枢都

市圏ビジョンの中に本事業を位置づける予定であ

り、構成する11市町村と連携し、広域的に事業周

知を行うなど、札幌圏域全体で結婚を希望する若

者のライフプラン実現に向けた取組を行ってまい

ります。 

●前川隆史委員  連携中枢都市圏を中心とした

都市圏の中で広くこの事業を進めていきたい。ま

た、在勤する方も対象にということで、そういう

意味では、さらに広くなるということなのでしょ

うけれども、そういった方も対象にして大きく、

あまり範囲にこだわらず、その人たちのライフプ

ランが自由自在に展開されるような事業にしてい

きたい、多分、このようなことかと思います。 

 さきの代表質問でも申し上げましたけれども、

ぜひスピード感を持って、札幌市のオンライン結

婚支援センターの開設にしっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

 さきの３定の代表質問では、町田副市長より、

オンライン結婚支援センターの令和６年度開設に

ついて、100年先の札幌の未来を見据えて取り組

んでいくと、このように大きな志を持って取り組

んでいくというご決意もいただいたところでござ

います。 

 どうか、来年度の開設に向けて、様々な工夫を

凝らして多くの皆さんに喜んでいただける事業に

なるように力を尽くしていただきますことをお願

い申し上げまして、私の質問を終わります。 

●伴 良隆委員  私は、児童虐待防止に向けた

情報連携について質問させていただきます。並び

に、子ども、若者や家庭に関する情報の一元化と

連携共有については、山本局長から最後にご答弁

をいただきます。 

 まず、日々、児童虐待防止に関わる様々な緊張

度のある大変なお仕事をされている児童相談所を

はじめ、子ども未来局の皆さん方には感謝を申し

上げます。 

 さて、私、この児童相談所、そして児童虐待の

防止ということに関わって質疑をさせていただい

てきました。これまでもですね。そのきっかけが
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平成23年でございます。これは、中学３年生とい

うか、16歳の無職の少女が養父に、あまり詳しく

は言いませんけれども、入れ墨や覚醒剤というこ

との中で虐待を受けていたという事案がございま

して、これはなぜかなということを、当時、疑問

に思って、そして、各関係者にいろいろと聞き取

りをさせていただいたところ、これは、ヒューマ

ン、人がどう関わっていくかということが極めて

大事で、もっと言うと、連携が全く足りていな

い。各人がそれぞれの業務に陥っていたというふ

うに私は思ったわけでありまして、これをきっか

けにして、虐待の早期発見の気づきを知っていた

だくために、また連携していただくために、それ

ぞれ内外の各部署がガイドラインを持って、各人

がチェックシートをしっかり持って、気づきとい

うものをしっかりやるべきだということを皆さん

方に訴求を何度もさせていただきました。 

 平成26年頃ですけれども、児童虐待対応の手引

きというものを作っていただいて、この中に

チェックシートが書かれているわけであります。 

 しかし、残念ながら、平成27年、この前に白石

の精神の弱い母親の関係の刺殺があったと記憶し

ていますけれども、それも残念でありましたが、

特に、平成27年、これは手稲区だったと思います

が、児童が養父に殺されるということがございま

して、これは大変ショックでありまして、このと

きの検証報告もございました。 

 このときに、当時の村山子ども未来局長は、こ

れは全庁一丸となってやらなければならないし、

そうじゃないと無理ですというぐらいのご答弁を

していただいているところです。 

 そういった中で、私は、さらにきちんとした手

引を作ってほしい、汎用性のあるものをというこ

とで、児童虐待防止ハンドブックを作っていただ

いています。これは、改訂も含めて今日に至りま

す。この中にいろんなことが書かれていますけれ

ども、虐待に至るおそれのある要因ということ

で、転居を繰り返す家庭であるとか、保護者自身

が虐待を受けて育った場合であるとか、乳幼児健

診、幼児健診の未受診であるとか、これは割愛し

ますけれども、こういったことが書かれていま

す。 

 それから、通告、相談の受理後の支援の流れと

いうことで、子どもを取り巻く生活の現場がいか

に区家庭児童相談室、家児相のほうにどう伝える

かということもフローで分かりやすく書いてあり

ます。 

 子どもの様子だと、急に虫歯が増えていると

か、衣服や体がいつも不潔であるとか、おびえた

表情があるとか、説明を嫌がるとか、親にしてみ

れば、登校や登園をさせないとか、連絡に応じな

いとか、援助の申出に拒否的であるとか、こう

いった私たちにとってすっと分かるような内容を

作っていただいて、当然、オレンジリボン協力員

の皆さん方にもお伝えしているところと。 

 しかし、令和元年に、皆さんがよくご承知の中

央区における２歳の女児の死亡事案がございまし

て、これが非常に全国的にも話題になったところ

でございます。 

 当時、質疑を厳しくさせていただいて、なぜそ

れが48時間以内に達成できなかったかとか、私は

目黒の殺人事件の事案をきちんと省みるべきだと

言ったのに、所長が言うことを聞いてくださらな

かった。その１年後にこの事件が起きたわけであ

りまして、これはもう非常に重要ということで私

も取り上げさせていただきました。 

 私だけじゃなくて、松本委員長ですか、検証報

告書がございますけれども、ここに衝撃的な言葉

が載っていて、札幌市は、これまでの死亡事例等

から本気で学ぶつもりがあるのか。市民の困難を

共感的に洞察し、協働の文化を持つ組織になる必

要性を、本気で感じているのか。市政のあり方そ

のものが問われていると、非常に重たい言葉であ

りました。 

 そして、その中で第３次の児相体制強化プラン

ということで、割愛しますが、関係機関との連

携・支援の体制や支援制度の強化、あるいは、ア

セスメントシートの活用や進行管理の徹底、児童
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虐待防止ハンドブックの活用、関係機関と連携し

た支援の体制ということが書かれていて、そし

て、全体を通した今回の中央区の事例の反省とし

て、子どもとしての理解、そして、当事者の側に

立って問題を把握する観点、支援の在り方におけ

る問題点、その他様々な問題点が指摘されている

ところでございます。 

 私からすれば、なぜもっと早くにという気持ち

もあり、よく言えば、事例を積み上げて地道に

やっていただいているということもあるのですけ

れども、しかし、日に日に事態というものが深刻

になる場合もございますので、何とかこういった

ことを防ぎたいと思ってやってきて、私の力足ら

ずで、自分なりには大変責任を感じているところ

でございますので、今日は最後にしっかり山本局

長に答弁を求めたいと思います。 

 それでは、質問に入りますが、どんな人や組織

でも虐待への気づきと情報共有ができるよう、一

定の判断基準となるガイドラインを設け、チェッ

クシートを組織問わず各自が持ち運用できるよう

に、これは抜けや漏れが出てしまわないようにと

いうことでございます。そして、他の自治体同士

もそうであります。他の自治体同士、転居してい

きますね。このときに、お互いが同じ感覚で、同

じ用語で、藤崎課長に教えていただきましたけれ

ども、きちんと申し送りをして措置をする、支援

をするというふうになっているかどうかというこ

とですけれども、これも目黒の事案で一歩前に進

みました。国が、厚労省がです。 

 そこで、質問でありますけれども、児童相談所

は、無論、学校など、子どもや家庭に関わる関係

機関が同じ気づきや共通認識を持てること、この

ために事案のアセスメントのための、アセスメン

トというのは気づきということでございますが、

アセスメントのための基準の共有化に向けて、こ

れまでどのように取り組んできたのか、経緯、経

過をしっかり確認させていただきます。 

●宮本児童相談所長  アセスメント基準の共有

化への取組についてお答えいたします。 

 過去の事案の対応を踏まえまして、平成30年３

月に虐待の程度や、子ども、家庭の状況などから

リスク判定や支援に必要な確認項目を抽出し、子

どもに対する危険性の認識を関係機関と共有する

ためのツールとして、在宅支援アセスメントシー

トを策定いたしました。 

 このアセスメントシートの定着に向けまして

は、児童相談所や区役所の職員を対象に、毎年、

外部講師による研修を開催するとともに、児童虐

待防止ハンドブックにも掲載しまして、学校や保

育所といった子どもの支援に携わる関係機関にも

幅広く配布をしているところでございます。 

 また、他自治体への転居の際には、国の指針な

どに基づきまして、全ての児童虐待事案における

アセスメント情報や支援経過を確実に引き継ぐこ

とで、児童相談所間における世帯状況の理解やリ

スクの認識に差が生じないよう努めているところ

でございます。 

●伴 良隆委員  アセスメント、気づきのシー

トを作っていただいて、そして、様々な、子ども

たちが亡くなっていくごとに、厚労省もそうです

が、我が市も積み上げていっているということで

ございます。先ほど、学校や保育所といったお話

もありました。それから、他の自治体との連携と

いうお話もありました。 

 それでは、二つ目の質問でありますが、私も、

特に手稲の事案から中央の事案を見ていくとき

に、母子保健にお詳しい宮本所長でありますが、

例えば、養父などとともに虐待の加害者となり得

る母親といった若者女性が生まれた家庭環境と

いったものなどを聞いていますと、恵まれない環

境にいる若者へのアプローチが中長期的には児童

虐待防止策となり得るというふうに私も思った次

第でございます。これは、要は母子保健というこ

とになります。 

 そこで、質問でありますが、児童福祉と母子保

健の情報連携については、児童相談所と区家庭児

童相談室、母子保健の各システムの情報共有を実

現した子育てデータ管理プラットフォームをはじ
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めとして、この５年間で区の保健センターにおけ

る一体的な体制の下、支援が必要な子どもの早期

発見に向けた情報共有の仕組みが一定程度整理を

されてきたものということで、児童虐待の防止に

向けた情報連携にどのように取り組んでこられた

のか、伺います。 

●宮本児童相談所長  母子保健との情報連携の

取組についてお答えいたします。 

 令和元年の２歳女児死亡事案を契機に、児童相

談所と各区家庭児童相談室の情報をまず共有化す

るとともに、その後、児童福祉と母子保健の各担

当部署がこれまでそれぞれのシステムで管理をし

てきた支援対象者の情報についても、一体的に共

有できる仕組みの構築に取り組んでまいりまし

た。 

 これは、令和３年７月から各部署の情報連携の

共通基盤となる子育てデータ管理プラットフォー

ムの運用を開始し、母子保健側の妊娠届出や乳幼

児健診等の情報と、児童福祉側の相談支援や虐待

通告などの情報を共有し、適時適切に相互に利用

できるようにしてまいりました。 

 このことによりまして、出産前から、あるいは

出生後は、子どもの成長発達に応じた切れ目のな

い支援はもとより、関係機関が同じ情報を確認し

ながら、それぞれの専門性を生かしつつ一貫した

支援を実践できるようになり、事案の深刻化を未

然に防ぐという児童虐待防止に向けた幅広い効果

が得られていると認識しているところでございま

す。 

●伴 良隆委員  少し長い時間はかかっていま

すけれども、着実にはやっていらっしゃるという

ことなんだと思いますけれども、しかし、まだま

だであります。 

 この子育て管理プラットフォームでありますけ

れども、内容は、守秘に関わる内容もございます

ので割愛しますけれども、情報が更新された世帯

が自動的に一覧表示されるということで、各シス

テムから連携された情報、つまりは、氏名等の基

本情報や支援策の取扱い情報、接触経過記録等が

一括表示される。ここまでにいたしますが、そう

いう中においてリスクアセスメントシートが反映

されておりまして、児童虐待の緊急度の目安の

チェック項目を入力していく中で、例えばアラー

トが鳴るということ、アラートが出るというふう

な仕組みになっています。 

 ただ、私、前任者の方には、これをやらせてほ

しいというお話があって、それは当然なのですけ

れども、これを使うのは人ですからということ

で、やはり限界もあるだろうということは申し添

えたところでございます。情報の中身を含めてで

す。 

 新年度、来年度からは、国もこども家庭ソー

シャルワーカーなるものの新資格を取ってもらう

ために、早期発見、対応、児童の自立支援まで切

れ目ない対策ということで、新しく支援をしてい

くという報道も出ておりますけれども、人への支

援、研修ということは、松本検証委員会委員長も

強くおっしゃっているところでございます。 

 それでは、話題を教育委員会に変えます。 

 この質問は、教育委員会と保健福祉局に了解を

得て質問をしています。その上で児相の所長にお

答えいただきます。 

 教育委員会におきましては、個別の教育支援計

画ということで、福祉、医療、労働等の関係機関

と連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業までの

長期的な視点に立った教育的支援を行うというこ

とで、サポートファイルさっぽろというものを、

保健福祉局の障がい福祉課が作ってくれていま

す。これを活用して個別の指導計画ということで

サポートプランを作っているということでありま

す。 

 では、このサポートファイルというものは何な

のかということでありますけれども、皆さんもご

承知だと思いますが、切れ目のない支援というこ

とで、本人の個性や特徴、これまでの経過などを

共通理解し、自立に向けた手だてを共有したりす

ることにより、切れ目ない支援を受けることをサ

ポートするためのツールということで、札幌市で
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は、福祉、教育、医療等の場において幅広く活用

を進められていますということで、基本様式と

なっていて、ツールの一つということでございま

す。これは非常に汎用性がございます。 

 中身についても、様々な生育歴、お母さんが生

む前からということでございますけれども、いろ

いろな生育歴、いろんな特徴などが書かれるとい

うことで、保護者と一緒になって作っていくんで

すね。家族構成は、同居人、養育に関わる人も含

んだほうがいいと私は思いますけれども、こうい

うサポートファイルさっぽろというものがありま

す。 

 そこで、質問に入りたいと思いますけれども、

児童虐待を未然に確実に防ぐために、困り事を抱

えた家庭の情報について抜けや漏れがないよう、

部局の枠を超えた関係機関がしっかりと情報連携

するような仕組みをつくることが極めて重要であ

りまして、このような既存ツールの情報を活用

し、困り事を抱えた保護者の情報を児童相談所や

学校で日常的に共有することなど、教育委員会と

の情報連携に当たってどのような効果が見込ま

れ、どのような課題があると考えているか、伺い

ます。 

●宮本児童相談所長  教育委員会との情報連携

の効果あるいは課題についてお答えいたします。 

 学校が保有する児童生徒の情報を連携すること

で、子どもの発達をはじめ、不登校やいじめなど

学齢期の子どもが抱える問題について、これまで

以上に実態を把握しやすくなることが想定されま

す。 

 この連携が実現すると、現在の母子保健と児童

福祉の一元的なシステムに、さらに就学後も困難

を抱える子どもの情報が加わることになります。

こういったことから、より長期的かつ切れ目のな

い予防的な支援につなげていくことが可能になる

と考えております。 

 一方、情報連携に当たりましては、学校に限ら

ず、教育委員会の各部署が保有する数多くの情報

の中から、日常的な共有により支援策を検討する

上で有効と考えられる情報を選別していくという

課題があるものと認識しております。 

●伴 良隆委員  部局をまたいだ答弁だという

ふうに解釈しております。 

 子どもの発達をはじめということで、不登校や

いじめという言葉まで使われまして、就学後も困

難を抱える子どもの情報が加わることになり、よ

り長期的かつ切れ目のない支援、これは予防的な

ものも含みますが、こういったことにつながるだ

ろうと。しかし、課題は、様々な情報を選別して

いく、また、管理の部分も、利用の部分もそうで

すけれども、課題があるということで、私もそう

思います。 

 これは、教育委員会の方々もぜひご理解をして

いただきたいし、この件について質疑することは

了解を得ていますので、あえて今日は出席要請を

しておりません。しかし、共感はしていただいて

いるものというふうに思います。それが、今日、

宮本児童相談所長としての答弁に裏打ちされたも

のということで、今後、私は最初に中学３年生の

女の子のお話ししましたけれども、なぜその子の

身体の入れ墨などに気づけなかったかというこ

と。これは誰が悪いとは言いませんけれども、や

はり教育であると。そして、手稲の保育園です

ね。養育の場で、実は保育園のほうでも気づいて

いたというふうな話も聞いています。気づきが

あった。しかし、それがなぜか伝え切れなかった

と。 

 こういうことで、ヒューマンエラーとまで言い

ませんけれども、非常に子どもたちに申し訳ない

ことがあったという意味では、日々、子どもたち

を我が子のように育てている教員の方々、あるい

は保育士の方々含めてですが、今日は教育委員

会、公的な部分ですが、教育委員会のことを聞き

ましたけれども、ぜひそういった方々の目、気づ

きということをぜひこういった情報に反映してい

ただいて、そしてそれがひいては、学校側の責任

である学びの支援というものにつながっていくと

いうふうになってほしいと思うのであります。 
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 それでは、最後に、山本局長に伺ってまいりま

す。 

 山本局長は、皆さんご承知のとおり、子ども未

来局、児童相談所の24時間体制の判定課長という

ことで大変ご苦労されていましたし、私の議会対

応にも大変苦労されていたというふうに思いま

す。非常に、そういう意味では、ご苦労をされ

て、献身もあって、担当局長もされましたね、児

童相談所の。そういう意味では、今日、この場で

またお目にかかれて非常に私はありがたいわけで

ありますけれども、しかし、ここはきちんと答え

ていただくべく私も積み上げてまいりましたの

で、今日は、子ども未来局長のご答弁ということ

でありますが、教育だけじゃありません。 

 保健福祉局障がい福祉課が持っているサポート

ファイル、そして肝心なのは、生活保護世帯の部

分のケースワーキングです。こういった方々も非

常に重要な情報をお持ちですし、守秘義務もあり

ますけど。こういった情報をですね、先ほど、る

る委員の方々からいろんなお話がありました。家

庭の状況とか経済的事由とか、そういったものが

あります。こういうものも捉まえていくと、保健

福祉局の生活保護担当の方々がお持ちの情報、こ

ういったものも非常に重要なわけであります。 

 そこで、質問でありますが、児童虐待は、養育

者の生育歴や心身の状態、経済的要因、夫婦関

係、養育者の育児負担などの家族の抱える要因

や、社会的なつながりなどの様々な問題が複雑に

作用して発生すると言われています。 

 児童虐待の未然防止に向けては、教育委員会の

ほか、保健福祉局の保護課や障がい福祉課が持つ

情報など、札幌市が保有する世帯に関する情報を

幅広く集め、様々な観点から子どもやその家庭の

状態を分析し、支援につなげていくことが必要だ

と考えます。 

 そして、私も当初、生意気にも申しましたけれ

ども、虐待を防ぐためには、他人の子を我が子と

思う、最終的にはそういう気持ちと、そして、も

しかしたらという気づきと危機感、そして、でき

ることは何でもやるという覚悟と行動力、これは

限界をつくらないということであります。部署を

越えて。 

 ですから、いわば業務や仕事と見るか、それと

も責任や使命と見るかということは強く訴えさせ

ていただいたところでございます。 

 そこで、子ども未来局長として、松本委員長が

おっしゃった、部局間を超えた市政の在り方が問

われているという前提の下で答弁をいただきたい

と思いますが、今後の部局間の情報連携の推進に

向けてどのように取り組んでいくのか、山本子ど

も未来局長に伺います。 

●山本子ども未来局長  令和元年の中央区女児

死亡事案を契機に、私どもは、児童虐待対策推進

本部会議を立ち上げまして、これまでに会議を重

ねて効果的な対策というものがどうあるべきかと

いうことを議論してまいりました。 

 その中で、今年の４月に、子ども虐待防止に関

する職務に従事する職員の人材育成ビジョンとい

うものを策定いたしました。これは、児童虐待防

止の職務に関わる職員が全て虐待から子どもを守

るということ、そして、子どもの最善の利益を実

現する、これについて関係局において、協働の文

化、あるいは組織文化、そして専門性の強化に取

り組むということを明言したものであります。 

 したがいまして、虐待から子どもを守るという

目的は、各局関係職員が共有しているものであり

ます。さらなる情報連携をはじめ、同じ目的に向

かって関係各局が協働して取り組んでいくという

思いも共有されていると認識しております。 

 学校など教育委員会の情報をはじめ、生活支

援、発達支援など保健福祉局が持つ情報とこれが

共有できれば、各部署での支援のための情報の精

度が上がります。児童虐待の未然防止にもつな

がっていくというように考えます。 

 情報の連携推進、これらを含めました児童虐待

防止の取組は、引き続き児童相談所が中心となり

まして、これらの課題に当初から関わっておりま

す私の責任の下、確実に進めていく考えでありま
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す。 

●伴 良隆委員  ここに至るまで、私もいろい

ろと調整をさせていただいてまいりましたし、平

成23年以降そうですが、お話がありましたとお

り、部局を越えるというのは、言葉だけじゃなく

て、命の安全と、この子はこうあったらいいなと

いう想いや理想はあると思います。しかし、

我々、親や社会としては、その子の安全、命、今

日も無事に帰ってきてほしいという気持ちは、誰

しも、きれいごとじゃなくて、思うことだと思い

ます。これで部局を越えるしかないんだと思うん

ですね。 

 山本局長は、今日、組織の長として答えていた

だいたわけでありますが、今お話のとおり、我が

子のように、子どもというのは社会の財産であ

る、札幌市としても当然であるというお話だった

と思います。 

 全ての子ども、児童にというお話もありました

けれども、まさに裏打ちされている昭和26年の児

童憲章の主語は「全ての児童は」と書いてありま

して、子どもたちを対象にしております。 

 市民憲章においても、第４章でありますけれど

も、未来をつくる子どもの幸せなまちにしましょ

う、こういうふうにございます。 

 ぜひ、失われた命、あるいは、命だけじゃなく

て、非常につらい思いをしてきた子どもや、時に

は母親もあるかもしれませんが、そういった事案

に報いる形でぜひやっていただきたいというふう

に思いますし、先ほど、情報の均一化、統一する

という方向性を、こうしたいんだというお話があ

りましたので、ぜひ、時間はかかりますけれど

も、早期にやっていただきたいというふうに思い

ます。 

 加えて、保健福祉局、教育委員会の皆さん方に

も、ここを通じて私からもお願いをしたいと思い

ます。どうかよろしくお願いいたします。 

●ふじわら広昭委員  私は、２項目質問いたし

ます。 

 １項目めは、病後児デイサービス事業につい

て、２項目めは、今後の保育所などの整備につい

てです。 

 初めは、１項目めの病後児デイサービス事業に

ついてです。 

 質問の１点目は、近年の利用状況についてで

す。 

 札幌市の第４次さっぽろ子ども未来プランで

は、安心して子どもを産み育てられる環境の充実

が目標の一つとして掲げられています。保護者に

代わって病気回復期の子どもを一時的に預かる病

後児デイサービス事業は、子育てと就労の両立を

支援するために欠かせない取組です。 

 札幌市では、1999年度から乳幼児健康支援デイ

サービス事業として開始後、2009年度に現在の病

後児デイサービス事業として、市内の医療機関の

ご協力を得て現在に至っております。 

 2022年４月から、これまでに未開設でありまし

た南区におきまして、自衛隊札幌病院の真駒内駐

屯地こどもデイサービスセンターが開所となり、

現在、市内６区７か所の開設となっています。 

 改めて、札幌市医師会をはじめ、ご協力をいた

だいております各病院に心から感謝を申し上げた

いと思います。 

 現在、中央区、北区、西区、清田区が未開設と

なっており、地域的な偏在もあるほか、風邪が流

行する時期などは、定員超過により受け入れられ

ない状況が生じております。こうしたことから

も、かねてより、本事業の拡大の必要性について

要望してきたところです。 

 そこで、質問ですが、昨年度、一昨年度では、

新型コロナウイルス感染症の影響もあったものと

拝察しますが、利用者の利用主体ニーズに応えら

れている状況であるのか、最近の利用状況につい

てまず伺います。 

●渡邉支援制度担当部長  病後児デイサービス

事業の最近の利用状況についてのご質問でござい

ます。 

 年間延べ利用児童数は、令和３年度は1,687

人、令和４年度は1,488人となってございまし
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て、本年度は、４月から７月までの４か月間の集

計でございますけれども、555人となっていると

ころでございます。 

 利用意向のあった申込み人数に対して、利用で

きなかった延べ人数でございますけれども、令和

３年度は年間で287人、４年度は259人であったと

ころ、令和５年度は、７月までの４か月間で429

人と、既に令和３年度、４年度の年間実績を上

回って推移している状況でございます。 

●ふじわら広昭委員  質問の２点目は、病後児

デイサービスの次期中期計画アクションプラン

2023における考え方についてです。 

 今の答弁にもありました利用状況を踏まえます

と、市民の利用ニーズに応えられる状況にはいま

だ至っておらず、実施施設を増やすことは、引き

続き課題であると考えています。 

 今年の予算特別委員会では、増設について、ア

クションプラン2023においても、未開設区への設

置などしっかり位置づけてほしいと求めたところ

であります。 

 そこで、質問ですが、アクションプラン2023の

計画期間における本事業の検討内容、特に施設拡

大の考え方について伺いたいと思います。 

●渡邉支援制度担当部長  次期アクションプラ

ンにおける検討内容や施設拡大の考え方について

のご質問でございます。 

 現在、札幌市の病後児デイサービス事業は、市

内７か所で実施しておりまして、次期アクション

プランの計画期間中に市内10か所まで拡大するこ

とを目標とした計画案としてございます。 

 本事業につきましては、地域偏在を解消するた

め、これまでは全ての区で実施することを想定し

ていたところではございますけれども、実施条件

に見合う医療機関が全ての区に存在しているとは

限らないということから、行政区域単位ではなく

て、実施医療機関と保育所等との位置関係を踏ま

えて追加施設数を想定し直したところでございま

す。 

 この結果といたしまして、次期アクションプラ

ンの計画期間中には実施施設を３か所追加いたし

まして、合計で10か所というふうに考えたところ

でございます。 

●ふじわら広昭委員  札幌市医師会の中におき

ましても、札幌市のこの事業に対する助言などを

見ますと、原則として、病院の診療科目に小児科

を有していること、また、複数の常勤小児科医が

在籍していること、内科医での代替は不可という

提言というか、アドバイスが出ているわけであり

ますけれども、やはり、これを踏まえると、今、

部長の答弁にもありましたように、こうした常勤

の小児科医師が複数いるとか、様々な条件を見ま

すと難しい要素もあるので、一定の理解はすると

ころであります。 

 質問の３点目は、そうしたことを踏まえて、施

設の拡大に向けた取組についてでございます。 

 次期アクションプランでも施設数を増やす想定

とのことですけれども、今答弁がありましたけれ

ども、前回の予算特別委員会では、これまでに新

規開設を打診した病院などからは、様々な課題に

対する意見として、事業開始に踏み込めない一つ

の要因として、札幌市から受託する際に受け取る

委託費では運営が難しいという声があったとのこ

とでありました。 

 そこで、質問ですが、こうした病院などの声を

受け止めた見直し状況及び今後、アクションプラ

ン2023計画（案）における市内10施設での実施に

向けてどのように取り組んでいくのか、その考え

方を伺います。 

 また、この新規開設の検討に当たっては、本事

業は札幌市の事業として取り組んでいることから

も、市立札幌病院もその役割を担うことも考えら

れると思います。その検討状況について、併せて

伺います。 

●渡邉支援制度担当部長  施設数拡大に向けま

した今後の取組について、３点ほどご質問をいた

だきました。 

 まず、１点目の病院等のお声を受けた事業の見

直しについてでございます。 
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 これまでにいただいた医療機関からの声を受け

まして、本年度から、運営に係る委託費用のう

ち、保育士、看護師の配置に係る人件費の単価を

増額したところでございます。 

 次に、２点目の次期アクションプラン計画期間

における取組についてでございます。 

 現在は、病気の回復期に当たる病後児を預かる

事業としているところでございますけれども、今

後は、入院等は不要であるものの、病気の回復期

には至っていない病児の預かりも視野に入れまし

て、その負担に見合った委託費に見直すことなど

について検討しているところでございます。 

 なお、病児の預かりに当たりましては、受入れ

可能な症状の目安などを実施医療機関や地域の医

師会と協議の上、慎重に検討を進めていく必要が

ありますことから、関係する医師等が一堂に会す

る協議の場を設けるなどして調整を進めてまいり

たいと考えております。 

 最後に、市立札幌病院等での実施に向けた検討

状況についてでございます。 

 市立札幌病院での実施の可能性につきまして

は、昨年来、子ども未来局と病院局双方で課題整

理を進めておりまして、引き続き病院局とより具

体的な協議を重ねております。 

 そのほか、対象となり得る医療機関への働きか

けを行うことを通じまして、実施施設の増加に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、次の

質問に移りたいと思います。 

 やはり、受け入れていただく病院などでのこう

した負担が自己負担につながらないようにするた

めにも、今、答弁をいただいたような形で、病院

の実情に合った委託費というものをさらに充実し

ていただきたいと思いますし、また、第４次さっ

ぽろ子ども未来プランの中でもありますように、

安心して子どもを産み育てられる環境というもの

を一層充実していくために、この５年間で３施設

をしっかり拡大していただきたい。 

 特に、先ほども申し上げましたけれども、同事

業は札幌市が取り組んでおりますので、市立札幌

病院もいろいろな役割を担って大変なことは私も

十分承知はしておりますけれども、ぜひとも市立

札幌病院との協議というか、しっかり進めていた

だいて、対象区の改善に向けて取り組んでいただ

きたい、このことを申し上げておきたいと思いま

す。 

 次は、２項目め、今後の保育所などの整備につ

いてです。 

 質問の１点目は、保育所などの建て替えに関す

る意向調査の状況についてです。 

 私は、さきの第１回定例市議会の予算特別委員

会において、保育所などの老朽化対策や、これに

伴う事業者への支援策について質問をいたしまし

た。 

 当時の支援制度担当部長は、札幌市立の公立

園、また、賃貸物件の保育施設などを除いた自己

所有物件の認可保育所や、認定こども園の数は、

当時295園あるという答弁がされているわけであ

ります。 

 また、耐用年数を超過している施設は、当時12

施設あり、今後、10年後には26施設、20年後には

39施設になるという見込みを答弁されているわけ

であります。 

 保育所の建て替えについては、民間の運営事業

者が検討した上で実施をするものでありますけれ

ども、保育所などが国の公定価格に基づく給付費

で運営される仕組みになっていることから、事業

者が建て替え費用の全額を捻出することは難しい

状況にあります。 

 したがって、札幌市においては、これまでも保

育所の建て替えに際して費用の一部を補助するな

どの支援を行っており、今後とも事業者のニーズ

や施設の状況などを的確に把握しながら適切な支

援策を講じていくことが重要と考えます。 

 質問するに当たり、子ども未来局に確認をした

ところ、直近では、2023年６月に保育所など各園

に対して、この先、数か年における園舎の建て替

えに関する希望を聴取する意向調査を実施したと
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のことでありました。 

 そこで、質問ですが、保育所などの建て替えに

関する意向調査の結果はどのような状況であった

のか、まず伺いたいと思います。 

●渡邉支援制度担当部長  保育所等の建て替え

に関する意向調査の状況についてのご質問でござ

います。 

 札幌市では、保育所等の整備計画を検討する際

の参考とするため、運営事業者に対しまして園舎

の建て替えに関する意向調査を毎年度行っており

まして、今年も６月に認可保育所と認定こども園

の合計376の施設に対して行ったところでござい

ます。 

 この調査結果では、耐用年数を既に経過してい

る12の施設のうち、四つの施設と、まだ耐用年数

を経過していない二つの施設、合計で６施設か

ら、園舎の建て替えを希望するとの回答がござい

ました。 

 また、今回、建て替えを希望すると回答した全

ての施設から、保育定員の増加を伴わない改築整

備を行いたいとの意向が示されるとともに、この

うち、耐用年数を経過している二つの施設から

は、老朽化のため早期に改築整備を実施したいと

の希望がございました。 

●ふじわら広昭委員  札幌市が実施をした意向

調査の結果から、この数か年において実際に保育

定員の増加に伴わない改築整備を希望している運

営事業者が複数いることが明らかになったわけで

あります。 

 質問の２点目は、保育所の改築整備補助の再開

に向けた検討状況について伺います。 

 現在、札幌市は、既存の園舎より規模の大きな

園舎を新たに建築することで保育定員を30人以上

増加することを条件とした、いわゆる増改築整備

についての募集を行っており、保育定員の増加を

伴わない改築整備については、2017年度を最後に

募集を行っていない状況であります。 

 さきの第１回定例市議会の予算特別委員会にお

いて、私は、この改築整備に対する補助の再開に

ついて質問をしたところ、補助の実施について

は、次期中期実施計画の中で整理するとの答弁が

ありました。 

 さきの意向調査の結果にも見られますように、

改築整備に対する補助を行うことで老朽化した園

舎の建て替えが可能な園があるのであれば、老朽

化施設の更新を計画的に進める観点からも、早期

に補助を実施すべきであるものと考えます。 

 そこで、質問ですが、保育定員の増加を伴わな

い改築整備補助を早期に再開すべきと考えます

が、現状における検討状況を伺いたいと思いま

す。 

●渡邉支援制度担当部長  改築整備補助の再開

についてのご質問でございます。 

 老朽化した施設の更新を計画的に進めること

は、保育の質の向上という観点からも非常に重要

であると認識してございます。 

 これまでは、増加する保育ニーズに対応するた

め、保育定員の増加を伴う増改築整備に対しての

み補助を行ってまいりましたが、次期アクション

プランにおきましては、保育定員の増加を伴わな

い改築整備に対する補助制度の再開を盛り込みま

して、令和６年度から実施をしたいと考えており

ます。 

●ふじわら広昭委員  改築整備補助について

は、アクションプラン2023（案）の中で再開する

予定であるという答弁がありました。安心・安全

な保育環境確保のためにも速やかに実施すべきだ

と思います。 

 最後の質問、３点目は、今後の保育所などの整

備方針について伺います。 

 改築整備に対する補助の必要性については、こ

れまで述べてきたところでありますけれども、そ

の一方で、今後は、少子化がさらに進むことによ

り、保育を必要とする子どもの数が減少していく

ことが予想されるため、従前のように新設整備を

中心とした保育の供給量確保の必要性は低下する

ものと思われます。しかしながら、大規模マン

ションの建設などにより保育ニーズが急増する地
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域については、地域の実情に合わせた受け皿の確

保が必要になるものと考えます。 

 このように保育を取り巻く環境が変わりつつあ

る中、今後の保育所などの整備の考え方について

も見直しをしていく必要があるのではないかと考

えます。 

 そこで、質問ですが、改築整備を含めた2024年

度以降の保育所などの整備についてどのように進

めていく予定か、伺いたいと思います。 

●渡邉支援制度担当部長  次年度以降の保育所

等の整備方針についてのご質問でございます。 

 これまで、待機児童の解消に向けて保育定員を

拡大するために保育所等の新設を中心とした施設

整備に取り組んできた結果、市内の保育の供給量

は充足しつつある状況にございます。 

 したがって、今後とも、地域における保育ニー

ズの変化や需給状況を定期的に確認した上で供給

量の不足が見込まれる場合には、必要に応じて施

設の整備等を検討してまいります。 

 また、耐用年数を過ぎる施設が年々増加するこ

とから、引き続き園児が安全に過ごせる保育環境

の確保に向けまして、改築整備における運営事業

者への補助などの支援を行うことによりまして、

老朽化が進んだ施設の更新を進めてまいります。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、質問

を終わります。 

 先ほども申し上げましたけれども、安心・安全

な保育環境を確保するために、今後の改築整備補

助の財源をしっかり確保していただきたいと強く

求めておきたいと思います。 

 二つ目は、数多くの法人事業者が認可保育園を

運営しているわけでありますけれども、こうした

増改築などをする際には、その園の将来の存続も

含めて経営者の皆さんは判断していくわけであり

ますけれども、こうした相談の体制というものを

常に充実していただいて、各園を運営しておりま

す法人や事業者の皆様の対応をしっかりしていた

だくことを求めて、質問を終わります。 

●松原淳二委員長  以上で、第２項 子ども福

祉費等の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の質疑を終了いたします。 

 次回の委員会ですが、10月24日火曜日午後１時

から、教育委員会関係の質疑を行いますので、定

刻までにご参集ください。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後４時46分 


